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1-1 介護保険法等に基づく設備及び運営等の基準を定める条例

１ 社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づき規定された条例
■ 社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第59号)

■ 老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例
(平成24年岡山県条例第60号)

■ 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例
(平成24年岡山県条例第61号)

■ 介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
(平成24年岡山県条例第62号)

■ 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
(平成24年岡山県条例第63号)

■ 介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例
(平成24年岡山県条例第64号)

■ 介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例

(平成24年岡山県条例第65号)

■ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効
力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介
護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第66号)

■ 介護保険法に基づく介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例
(平成30年岡山県条例第46号)

２ 条例運用に当たっての解釈通知
条例に本県独自に盛り込んだ基準等について、運用上の留意事項を定めています。本県独自

基準部分以外については、国の基準省令の運用のために発出された解釈通知において示されて
いる内容が準用されます。
◆ 社会福祉法に基づき条例で規定された軽費老人ホームの設備及び運営の基準について

(令和３年４月1日付け指第４４号)

◆ 老人福祉法に基づき条例で規定された養護老人ホームの設備及び運営の基準について
(令和３年４月1日付け指第４５号)

◆ 老人福祉法に基づき条例で規定された特別養護老人ホームの設備及び運営の基準について
(令和３年４月1日付け指第４６号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等
の基準等について (令和３年４月1日付け指第４７号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基
準等について (令和３年４月1日付け指第４８号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運
営の基準について (令和３年４月1日付け指第４９号)

◆ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効
力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法に基づき条例で
規定された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準について

(令和３年４月1日付け指第５０号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基
準について (令和３年４月1日付け指第５１号)
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３ 条例及び解釈通知等掲載ホームページ
【 岡山県ＨＰ＞「組織で探す」＞「指導監査室」に掲載 】

https://www.pref.okayama.jp/page/571334.html
（１）『社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく設備及び運営等の基準を定める条例』

※ 国の省令と県の条例の対比表形式で掲載。

（２）『社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく条例で規定された基準の解釈通知』

（３）『指定居宅サービス事業所及び介護保険施設の運営等に関する県発出関連通知』
※ 各サービス別に報酬算定や運営に関して、県が独自に発出した通知を掲載。

４ 岡山県独自基準及びその運用
（１）サービスの質の評価 ＜老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞

提供されたサービスについて、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等につ
いて常に評価を行わなければならない。サービスの質の評価は、自ら行う評価に限らず、
第三者評価などの外部の者による評価など、多様な評価方法を広く用い、様々な視点から
客観的にサービスの質の評価を行わなければならない。
また、評価の結果を踏まえ、常にサービスの改善を図りながらより良いサービスの提供

を行わなければならない。

（２）成年後見制度の活用 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞
成年後見制度は、認知症、障害等により判断能力が不十分な状態にある方を法律的な面

で保護し、支援するための制度である。
事業者は、適正な契約手続等を行うために成年後見制度の活用が必要と認められる場合

（利用者自身では、各種契約、不動産・預貯金等の財産の管理等が困難であり、利用者を
法律的に支援する必要がある等）は、地域包括支援センターや市町村担当課等の相談窓口
を利用者に紹介する等関係機関と連携し、利用者が成年後見制度を活用することができる
ように配慮しなければならない。

（３）虐待防止等に係る研修 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞
必要な体制の整備等について3年間の経過措置（令和６年３月３１日までは努力義務）

を設けている。研修については、従来から本県独自基準として義務付けていたことに鑑み、
経過措置は設けていないため、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（４）記録の保存年限 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞
各サービスごとに掲げられた各種の記録については、完結の日から五年間保存をしなけ

ればならないとしたものである。
完結の日とは、利用者との契約の終了日ではなく、それぞれの書類ごとに、その書類を

使わなくなった日とする。利用者との契約が継続している間において、当該利用者に関す
る全ての記録を保存することを求めるものではない。
事業者においては、保存業務の煩雑さを避ける観点から、それぞれの記録の所属する年

度（目標期間が設けられているものについては、その期間の満了日の所属する年度）の終
了後、五年間保存する等、適正な運用を図るものとする。
なお、他の法令等により、五年間以上の保管期間が義務付けられているものについては、

それぞれの規定に従う必要がある。

（５）非常災害対策 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞
＜介護保険法：通所系及び入所系サービス＞

事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制
の整備、避難・救出訓練の実施等の対策に万全を期さなければならないこととしたもので
ある。また、非常災害時には、事業者として、援護が必要となった者への支援協力を求め
たものである。
① 事業者は、利用者の状態や当該事業所が所在する地域の地理的実情（津波災害警戒区
域であるか、土砂災害警戒区域であるか等）を踏まえ、想定される災害の種類（津波・
高潮・土砂災害・地震・火災等）ごとに、その規模（当該事業所の所在市町村全体・所
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在地域・当該事業所・当該事業所の一部分か等）及び被害の程度（ライフラインが１週
間程度で復旧される場合、事業所内給食施設は１ヶ月程度使用不能である場合等）に応
じた実効性のある具体的な計画（消防法施行規則第三条に規定する消防計画（これに準
ずる計画を含む）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）を立てなければな
らない。
なお、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定によ

り防火管理者を置くこととされている事業所にあってはその者に行わせるものとする。
また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所においても、防火管理に
ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものと
する。
また、非常災害時には、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業者に

周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火
・避難等に協力してもらえるような体制作りに努め、全ての従業者がその内容を熟知し、
実行できるようにしなければならない。

② ①の計画に従い、避難又は救出に係る訓練等必要な訓練を定期的に行わなければなら
ない。その場合、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるほか、実際に非常災害が
発生した場合に対応できるような実効性の高いものとしなければならない。

③ 事業者は、非常災害時にその利用者の安全の確保が図られるように、事前に市町村や
地域住民のほか、医療や福祉に関わる他の事業所等と相互に支援・協力を行うための連
携体制の整備に努めることを求めるものである。

④ 非常災害時には、当該事業所の利用者に限らず、地域の高齢者、障害者、乳幼児等の
特に配慮を要する者を受け入れる等可能な限り支援をすることを求めるものである。

（６）地産地消 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞
＜介護保険法：入所系サービス＞

食の安全の確保や地場産品の消費拡大の視点から、地域の旬の食材を活用し、季節や行
事に応じた食事の提供をすることでサービスの質の向上を求めるものである。

（７）その他サービスの提供 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞
＜介護保険法：入所系サービス＞

充実した日常生活につながるよう、利用者からの要望を考慮して、個々の嗜好に応じた
趣味、教養又は娯楽に係る活動を幅広く行えるように配慮することを求めるものである。

（８）設備及び備品等に規定する廊下の幅 ＜介護保険法：(介護予防)短期入所生活介護＞
併設型の短期入所生活介護事業所のうち、地域密着型介護老人福祉施設を本体施設とし

てこれに併設しているものについては、住み慣れた地域における在宅介護を支えるサービ
ス基盤の整備を円滑に進める視点から、廊下の幅は、本体施設に係る廊下の幅以上で足り
ることとしたものである。

５ 令和３年度介護報酬改定に伴う国の基準省令改正のうち、令和６年３月３１日
までの経過措置が設けられている部分について
（１）全サービス共通

① 感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点

から、以下の取組を義務づける。その際、3年間の経過措置（令和６年３月３１日まで
は努力義務）を設けることとする。
ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、
訓練（シミュレーション）の実施

イその他のサービス（訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能
系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス）について、委員会の開
催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等

② 業務継続に向けた取組の強化
惑染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる

体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画
等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。その際、3
年間の経過措置（令和６年３月３１日までは努力義務）を設けることとする。

3



③ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け（無資格者がいないサービスを除く）
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現

していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護
サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療•福祉関係の資格を有さない者
について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
その際、3年間の経過措置（令和６年３月３１日までは努力義務）を設けることとする。

④ 高齢者虐待防止の推進
障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用

者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、
3年間の経過措置（令和６年３月３１日までは努力義務）を設けることとする。

（２）施設系サービス共通
① 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

全ての施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入所
者の状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させる観点から、施設系サービスにつ
いて、口腔衛生管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うこ
とを求める。その際、3年間の経過措置（令和６年３月３１日までは努力義務）を設け
ることとする。

② 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、施設

系サービスにおける栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サ
ービスとして行うこととする。このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を
位置付ける（栄養士又は管理栄養士の配置を求める）とともに、入所者ごとの状態に応
じた栄養管理を計画的に行うことを求める。その際、3年間の経過措置（令和６年３月
３１日までは努力義務）を設けることとする。
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1-2 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

１ 令和5年３月以降の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改
善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出

厚生労働省は、本年2月中を目途に、計画書や実績報告書の様式等を変更す
る予定です。
新たな様式が決まりましたらホームページに掲載します。
なお、岡山県以外の指定権者（各市町村等）に対する届出等については、

各指定権者にお尋ねください。

（１）令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ
ースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出

＜計画書の提出期限＞
令和5年４月１７日（月）（令和5年４月又は5月から算定する場合）
○ 締切り間近には提出の集中が予想されるため、早めの提出に御協力ください。
○ いずれかの加算を算定する場合、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇
改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」（別紙様式２－１）
は必須。

○ さらにそれぞれの加算を算定する場合、それぞれの加算に対応する様式（別紙
様式２－２、２－３、２－４）を提出のこと。

○ 令和５年５月１日から算定する場合の提出期限も令和５年４月１7日（月）
○ 令和５年６月１日以降に算定する場合の提出期限は、算定開始月の前々月末日

＜提出書類＞
１）介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ

等支援加算処遇改善計画書（別紙様式２－１～２－４）
○ 新様式で提出してください。
○ 主な変更点
・賃金改善所要額について、介護職員等ベースアップ支援加算の取扱いを追記
・別紙様式２－１において、介護職員等ベースアップ等支援加算の部分を追記
・別紙様式２－４介護職員等ベースアップ等支援加算を追加

○ 必要に応じて証明資料等の提出を求める場合があります。

２）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届）
○ 当該加算を新規に取得する場合又は加算区分を変更する場合は必ず提出して
ください。
加算区分に変更がない場合は、提出に必要はありません。

○ 令和５年４月又は５月から算定する場合は、計画書とあわせて４月１7日（月）
までに提出

３）場合に応じて必要な書類（「特別な事情に係る届出書」）

４）「介護職員等特定処遇改善加算 算定要件等チェックリスト」（参考様式）
○ 介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、算定要件等を本チェックリ
ストで確認してください。

○ チェックリストの提出は任意とします。
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＜提出先＞
○計画書
事業所が所在する県民局健康福祉課（事業者（第一）班）（※複数の事業所を一括

して届け出る場合で、複数の県民局管内に事業所が所在する場合は、事業所が所在
する複数の県民局）
提出部数：各１部

○体制届
各事業所ごとに、事業所が所在する県民局へ提出
提出部数：各１部

＜提出方法＞
○郵送

＜留意事項＞
１）指定権者が岡山県以外の事業所に係る届出
○各指定権者あて提出
複数の事業所を一括して作成する場合も同様（該当する全ての指定権者に届け

出る必要あり）
○ 令和２年度から事業所の一覧を指定権者別に分けず一括作成となったため、
実質は同じものを各指定権者に届け出ることで足ります。
○ 県以外の指定権者への提出方法、提出部数等については、各指定権者に確認
してください。

（参考）
※岡山市、倉敷市、新見市内の事業所・・・各市
※地域密着型サービス等・・・各市町村

２）職員への周知
計画書は、賃金改善の方法等について全ての職員に対し文書等（文書通知・回

覧・掲示、メールによる通知）により周知した上で提出すること。計画書の周知
は当該加算の算定要件の一つですので、ご留意ください。

３）証明書類の提出
各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出してくだ

さい。

（２）変更の届出

＜令和５年度からの変更事項＞
変更届出書の様式変更（参考様式）。

＜提出時期＞
１）届出を行った日の属する月の翌月から、変更後の内容に基づき算定
２）加算区分変更の場合は、変更後の区分で算定する月の前月１５日まで（全サービ
ス）に届出

＜提出書類＞
１）介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ
等支援加算に係る変更届出書（参考様式）

２）変更事項に係るもの（（１）の「必要な届出内容」欄の内容が記載されたもの）
３）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表（体制届）
※当該加算の新規取得又は加算区分が変更になる場合のみ提出が必要

４）その他必要に応じて変更内容が分かる資料

＜提出先＞
○提出は、指定権者ごとに行う。
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○岡山県の指定を受けている事業所については、令和5年度介護職員処遇改善加算・
介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画
書を提出した県民局（所管県民局）

○体制届は、事業所が所在する県民局へ各事業所ごとに提出

（３）令和４年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ
ースアップ等支援加算処遇改善実績報告書の提出

＜提出期限＞
○ 令和５年３月まで加算算定した場合：令和５年７月末日
○ 年度途中に事業廃止や算定を中止した場合：最終の加算の支払があった月の翌
々月末日＜例：最終算定月１１月の場合、支払月は翌年１月、実績報告は翌年３
月末日まで＞

＜提出書類＞
１）介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ
プ等支援加算処遇改善実績報告書（別紙様式３－１、３－２、３－３）

○ 令和４年６月２１日付け厚生労働省老健局長通知で示された新様式で提出して
ください。

○ 主な変更点
・賃金改善所要額について、介護職員等ベースアップ支援加算の取扱いを追記。
・別紙様式３－１において、介護職員等ベースアップ等支援加算の部分を追記
・別紙様式３－３介護職員等ベースアップ等支援実績報告書を追加

○ 必要に応じて証明資料等の提出を求める場合があります。

＜留意事項＞

１）令和４年度分処遇改善加算総額
○ 別紙様式３－１の令和４年度分介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改
善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の総額は、令和５年３月サービス
提供分までの各々の加算の総額（利用者負担額を含む）を加算ごとに記入する。
ただし、取扱いとして、令和５年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含まな

い。逆に、令和４年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含める。
○ つまり、国保連における令和４年５月～令和５年４月審査分までの加算総額（利
用者負担額を含む）を記入することになる。

＜国保連から通知されている金額を足し上げること。＞ ※
※ 国保連から通知されている金額には、保険給付分の利用者負担額は含まれてい
るが、区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額は含まれていないため、
区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を利用者から徴収している場
合は、その金額を合算すること。

２）賃金改善所要額
○ 実績報告で、各々の加算の賃金改善所要額が各々の加算の年度分の総額を下回っ
た場合、加算の算定要件を満たさなくなるため、下回った加算ごとに全額返還とな
る。（差額の返還ではない。）
また、実績報告を提出しない場合も全額返還となるので、必ず期限内に提出する

こと。
○ 仮に現時点で、各々の賃金改善所要額が各々の加算の総額を下回っている場合、
不足が見込まれる額については、一時金や賞与として追加支給を検討すること。

○ 役員報酬の取扱いについて、役員報酬に対して処遇改善加算等を充てることは、
賃金改善としては認められない。ただし、役員報酬とは別に処遇改善加算等対象職
種として、労働基準法上で定義されている賃金を得ている場合は、その賃金に対し
てのみ処遇改善加算等を充てることは可能である。
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３）賃金改善実施時期
○ 前年度に加算を算定している場合、賃金改善実施期間が前年度と重複していない
か確認すること。

○ 賃金改善実施期間の月数が加算の算定月数と同じ月数となっているか確認するこ
と。
※ 加算を１２ヶ月間算定している場合、賃金改善実施期間も１２ヶ月となる。

４）賃金改善の方法等
○ 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから、対象とする賃金項目を特定した上
で行うものとし、特定した賃金項目を含め、特段の事情なく賃金水準を引き下げる
ことはできない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃
金改善が望ましい。

５）根拠となる資料等の保管及び提出
○ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、事業者において適切に
保管し、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出すること。

６）禁止事項
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返
還や介護事業者の指定取消となる場合がある。

＜提出方法＞
○郵送

＜提出先＞
○提出は、指定権者ごとに行う。
○岡山県の指定を受けている事業所については、介護職員処遇改善加算・介護職員等
特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を提出した
県民局（所管県民局）

2 令和６年度介護報酬改定による処遇改善

報道によりますと、令和６年度介護報酬改定の議論が令和５年の夏へ先送
りされたとのことで、現時点での詳細は不明です。
詳細が分かり次第、随時、岡山県指導監査室のホームページでお知らせし

ます。
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科学的介護推進
加算

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ＡＤＬ維持等加算
（Ⅰ）

ＡＤＬ維持等加算
（Ⅱ）

リハビリテーション
マネジメント加算

（Ａ）ロ
リハビリテーション
マネジメント加算

（Ｂ）ロ

褥瘡マネジメント
加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント
加算（Ⅱ）

排せつ支援加算
（Ⅰ）

排せつ支援加算
（Ⅱ）

排せつ支援加算
（Ⅲ）

栄養アセスメント
加算

口腔機能向上加
算（Ⅱ）

通所介護 ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型通所介護 ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型通所介護（予防含む） ○ ○
○

（予防を除く）
○ ○

特定施設入居者生活介護（予防含む） ○ ○
○

（予防を除く）

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ ○ ○

認知症対応型共同生活介護（予防を含む） ○

小規模多機能型居宅介護（予防含む） ○

看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○ ○ ○

通所リハビリテーション（予防含む） ○
○

（予防を除く）
○ ○

訪問リハビリテーション ○

LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧（施設・サービス別）

科学的介護
推進加算
（Ⅰ）
科学的介護
推進加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ＡＤＬ維持等
加算（Ⅰ）
ＡＤＬ維持等
加算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント計画書
情報加算

理学療法、
作業療法及
び言語聴覚
療法に係る
加算

褥瘡マネジ
メント加算
（Ⅰ）
褥瘡マネジ
メント加算
（Ⅱ）

褥瘡対策指
導管理（Ⅱ）

排せつ支援
加算（Ⅰ）
排せつ支援
加算（Ⅱ）
排せつ支援
加算（Ⅲ）

自立支援促
進加算

かかりつけ
医連携薬剤
調整加算

薬剤管理指
導

栄養マネジ
メント強化加
算

口腔衛生管
理加算（Ⅱ）

介護老人福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護老人保健施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（Ⅱ）・（Ⅲ）
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 高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の留意点について

は、「介護現場における感染対策の手引き」及び「介護職員のための感染対策マニュ

アル」等により周知を行っておりますので、御確認いただきますようお願いします。

また、別紙資料として、普段の業務の確認に使用できるチェックシートを掲載してお

りますので御確認いただき、日々の感染対策の取組状況の確認に御活用ください。 

 なお、高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症の陽性者、又は感染が疑われる者が

発生した場合の報告については、これまでも所管県民局への事故報告書（既存の書類等

でも可）の提出をお願いしてきたところですが、令和４年９月２６日から全数届出が見

直されたことに伴い、高齢者施設等の職員で届出対象外の方が感染した場合、これを保

健所が把握するためにも、指定権者への報告が重要になることから、引き続き、速やか

な指定権者への報告を徹底していただきますようお願いします。 

 岡山県クラスター対策専門家による、新型コロナウイルス感染予防研修会等の動画が

掲載されている新型コロナウイルス感染症対策室ホームページにつきましても、併せて

御確認いただきますようお願いします。 

２ 新型コロナウイルス感染症への対応 

指導監査室ホームページ 

「【周知】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」のページ 

 https://www.pref.okayama.jp/page/647436.html 

厚生労働省ホームページ 

「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/taisakumatome_13635.html 

新型コロナウイルス感染症対策室ホームページ 

「岡山県クラスター対策班専門家による新型コロナウイルス感染症関連動画」

のページ 

https://www.pref.okayama.jp/page/694501.html 
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※BCP項目等については定期的に確認を行うこと。

従事者の確保体制等

従業者の家族が発熱した場合の対応等について、あらかじめ施設・事業所内で検討を
行い、対応方法について周知している。

従事者に陽性者が複数発生した場合に備え、同一法人内で応援職員の派遣等を検討し
ている。

介護保険関連団体協議会等を中心とした応援スキームに登録している。（該当施設・
事業所のみ）

施設・事業所内に出入りした者が確認できるもの（面会簿等）

施設・事業所平面図（保健所等への提供用）

感染者発生時に必要な記
録等の確認

利用者のケア記録（体温、症状等が確認できるもの）

直近の勤務体制が分かるもの（勤務表等）

陽性者と接触があった者が確認できるリスト

感染症発生時への備え

保健所等の連絡先の把握

従事者が、感染が疑われる者が発生した場合の連絡先を把握している。または連絡先
を従事者がわかる場所に掲示している。
所管保健所：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
受診相談センター：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
＜PCR検査が確定した場合＞
指定権者：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施設・事業所内の清掃・
廃棄物の処理

施設・事業所内をこまめに清掃し、感染性廃棄物については廃棄後の接触を防ぐため
ビニール袋に密閉するなどして、蓋つきのゴミ箱に廃棄している。

面会時の対応

電話やオンライン面会等を可能な限り活用しながら、直接面会する場合には、マスク
の着用や手洗い、パーテーションの設置など感染防止対策を厳重に徹底している。

面会者に体温を計測してもらい、発熱が認められる場合や頭痛等の新型コロナウイル
ス感染を疑う症状など、体調に不調を感じる場合には面会を断っている。

休憩時・食事時
の対策

人との距離について、十分な距離をとり、向かい合わせとならないような座席の配置
としている。

食事中は原則、黙食とし、会話をする際は必ずマスクを着用している。

研修及び訓練の実施
ゾーニングの
シミュレーション

当該施設・事業所における指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を
行っている。
実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応についての訓練を定期的に行っ
ている。

項目 確認事項 特記事項

施設・事業所における感染防止対策に向けた取組（平時からの備え）

全体を統括する責任者等
の決定

感染症発生時の意思決定者及び担当者を決定し、従事者に周知している。
意思決定者：
担　当　者：

衛生用品の確保
マスク、消毒液、手袋、ゴーグル、ガウン等が３日分以上確保できている。

衛生用品の保管場所を入所者の生活スペース外に確保し、従事者が保管場所を把握し
ている。

取組方針 施設・事業所における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大防止に向け
た取組の徹底を行っている。

消毒用アルコールの設置
施設・事業所入り口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、ケア提供のたびに手指
消毒の徹底を呼び掛けている。

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（BCP項目等）
確認日 令和 年 月 日 確認者

感染症が発生した場合に優先的に行うべき業務内容を職員の出勤率ごとに整理してい
る。

業務軽減の検討

業務軽減のために使用する資機材等の準備を行っている。

（例）
・使い捨て食器
・清拭剤、マウススポンジ（口腔ケア用品）
・ポータブルトイレ等

感染（の疑いがある）者が発生した場合の対応

初動対応 感染（の疑いがある）者が発生した場合の初動対応について、マニュアル等を作成し
従事者に周知している。

情報共有・報告等 感染（の疑いがある）者が発生した場合に、施設・事業所内で情報共有が図れるよ
う、報告先を周知している。
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※感染対策マニュアル等の項目については、日々の確認にご使用ください。

食事の介助

食事の前には必ず、利用者、従事者ともに手洗い又は手指消毒を行い、座席の配置は
密を避け、配席を固定している。

介助は原則１名ずつ行い、やむを得ず他の利用者の介助が必要になった場合には、使
い捨て手袋の交換や手洗い又は手指消毒を行っている。

食事で使用したテーブル等の消毒を毎食前後に必ず行っている。
（食事の配席を固定している場合は、毎食前の消毒のみでも可）

朝食　　前　・　後
昼食　　前　・　後
夕食　　前　・　後

使用済みおむつ等の廃棄物の処理に当たっては、感染防止対策を講じている。

排泄介助

排泄物に直接触れない場合でも使い捨て手袋、エプロン（またはガウン）等を着用し
て行っている。

使い捨て手袋、エプロン等は１ケアごとに取り替え、手袋を外した都度、手洗い又は
手指消毒を行っている。

利用者同士の距離について、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保ち、
対面にならないよう椅子等を配置している。

リハビリテーション及び
レクリエーション等の実
施

声を出す機会を最小限にすることや、声を出す際にはマスクを着用している。

可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らし、人が密に集まって過ごすこ
とを避ける等の対応を行っている。

リハビリテーション機材や共用物の使用後に手洗い又は手指消毒を行っている。

利用者の健康状態の把握
日頃から利用者の検温等による健康状態の確認を行い、健康状態の把握を行ってい
る。

換気の実施
２方向の窓や扉を開け、数分程度の換気を１時間に２回以上行っている。

冷暖房使用時も部屋の換気を行っている。

対応マニュアル等の周知
国が作成した「介護現場における感染対策の手引き第2版」や県が作成した「新型コロ
ナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の対応について」の内容
を確認し、従事者全員に周知している。

ケアの場面での対応

手洗い・手指消毒の徹底

流水下における液体石けん等での十分な手洗いを行っている。

共有のタオルは使用せず、ペーパータオル等を使用している。

施設・事業所入り口、トイレ等に消毒用アルコールを設置し、出勤時やケア提供のた
びにその前後に手指消毒を行っている。

従事者及び従事者家族の
健康状態の把握

出勤前に体温を計測し、健康状態を把握している。
（発熱等の症状がある場合には出勤しないよう徹底している。）

マスク・アイガード等の
着用

施設・事業所内での不織布マスクの着用を徹底している。

利用者がマスク着用困難な場合又は食事・入浴時等マスクを着用していない場面等
で、職員が目を防護するアイガード、ゴーグル等の感染防護具を使用している。

項目 確認事項 特記事項

従事者への対応

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（感染対策マニュアル等）

確認日 令和 年 月 日 確認者

環境整備

共用部の整理・整頓を行い、共用部分には私物を置いていない。

従事者及び利用者が日常的に触れる、共用部（手すり、ドアノブ等）の消毒を行って
いる。

ビニールカーテンを設置していない。
（接触感染のリスクや換気の妨げになる可能性があるため。）

※パーティションを設置する場合も換気の妨げに
ならないよう注意すること。

新型コロナウイルス感染症対応状況チェックシート（Ｅｘｃｅｌ版）掲載ページ

https://www.pref.okayama.jp/page/754863.html
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〇実施期間 令和５年２月１日から令和５年２月２８日まで
※３月以降は、感染状況により実施を判断します。

高齢者及び障害児・者
入所施設、

通所・訪問事業所の
従事者対象

実施概要

岡山県
新型コロナウイルス感染症
集中的検査

〇対象施設

早期に陽性者を発見し、重症化リスクの高い方を守り、感染拡大を防ぐため
に、多くの施設、事業所で検査を実施していただきますようお願いします。

「抗原定性検査キット」の無料配布について

通所・訪問
事業所

高齢者事業所 障害児・者事業所

＜通所＞ ※介護予防サービスを含む。

通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複
合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 等

＜通所＞
生活介護、自立訓練（生活訓練）、宿泊型自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援（A型）、就労継続支援
（B型）、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイ
サービス、障害児相談支援 等

＜訪問＞ ※介護予防サービスを含む。

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション（介護
保険サービス提供事業所に限る。）、居宅療養管理指導
（介護保険サービス提供事業所に限る。）、訪問看護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、福祉用具貸与、特定
福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援 等

＜訪問＞
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立
生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談
支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
等

岡山県高齢者施設等集中的検査事務局
TEL ０８６－２０１－５００７（受付時間：9時30分～17時30分 日、祝、12/29～1/4休み）

FAX ０８６－２０１－５３７３ メールアドレス okayama_kensa@bsec.jp
（その他詳細はWEBサイトをご覧ください）https://okayama-kougenkensakit.jp

〇申込方法 WEB、FAX、メールでお申し込みできます。
（FAX、メールでのお申し込みは、裏面の申込書をご利用ください。）

お申し込み・お問い合わせ先

国からの検査キット配布を受け、高齢者及び障害児・者の入所施設、通所・訪
問事業所における感染リスクを低減させるため、従事者の方等を対象にした検
査に必要な「抗原定性検査キット」を無料で配布します。

配布を希望される場合は、以下の事項を確認の上、お申し込みください。

※過去に申し込みされた場合も、２月分としてあらためてお申し込みが必要です。

※岡山市、倉敷市内の施設・事業所は、本事業の対象ではありません。
所在する市へお問い合わせください。

〇検査対象者 対象事業所に勤務し利用者と接する従事者（常勤、非常勤は問いません)
※従事者が濃厚接触者となった場合、待機期間を早期に解除するための
検査を対象とすることができます。

2月分

〇申込締切 1月24日以降の毎週土曜日午後３時 ※2月18日（土）午後３時 最終締切
（キットは、申込締切の翌週に配送予定です。）
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申込日 令和　　　年　　　月　　　日　

◎申込者 ※申込書は、施設ごとに分けて作成してください。

17 通所介護 18 地域密着型通所介護

19 通所リハビリテーション 20 認知症対応型通所介護

21 小規模多機能型居宅介護 22 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

99 その他（　　　　　　　　　　）

33 訪問介護 34 訪問入浴介護 35 訪問リハビリテーション

36 居宅療養管理指導 37 訪問看護 38 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

39 福祉用具貸与 40 特定福祉用具販売 41 居宅介護支援

42 介護予防支援 99 その他（　　　　　　　　　　）

23 生活介護 24 自立訓練（生活訓練） 25 宿泊型自立訓練

26 就労移行支援 27 就労継続支援（A型） 28 就労継続支援（B型）

29 就労定着支援 30 児童発達支援 31 放課後等デイサービス

32 障害児相談支援 53 自立訓練（機能訓練） 　　　　99 その他（　　　　　　　　　）

43 居宅介護 44 重度訪問介護 　　45 同行援護

46 行動援護 47 自立生活援助 　　48 地域移行支援

49 地域定着支援 50 計画相談支援 　　51 居宅訪問型児童発達支援

52 保育所等訪問支援 99 その他（　　　　　　　　　　）

◎申込内容

注1：従事者は、常勤だけでなく、非常勤の従事者数を含めてください。

◎備考 ※配送先を変更したい場合は、変更理由と変更先の住所、宛先をご記入ください。

◎同意事項　※□にチェックをしてください。全てに同意いただけない場合は申し込みできません。

□ 配布されるキットは、対象者以外に使用しません。また第三者へ譲渡、転売はしません。

□ 抗原定性検査キットの使用実績を報告します。

通

所

訪

問

担当部署・担当者名

電話番号

FAX

メールアドレス

高齢者・障害者通所・訪問事業所従事者等集中的検査　抗原定性検査キット申込書（2月分）

事業所名

事業所番号

郵便番号

住所

 サービス種別

※該当する種別

に〇をしてくだ

さい。

高

齢

者

事

業

所

訪

問

障

害

者

事

業

所

従事者数

（人）注1
検査頻度

過去に無料配布された

キットの在庫数（個）

〒

通

所

□ 医療従事者が不在時に抗原定性検査を実施する場合は、「検査実施管理者」を任命し、「検査実施管理

者」は検査日までに、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」を

学習します。

注2：実際の配布キット数は、配送の時期、従事者数、在庫キット数に応じて決定します。

2月 週3回

□ 判定結果が陽性であった場合は、受検者に対して「診療・検査医療機関（発熱外来）」への電話の事前予

約と受診を促します。
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〇実施期間 令和５年２月１日から令和５年２月２８日まで
※３月以降は、感染状況により実施を判断します。

高齢者及び障害児・者
入所施設、

通所・訪問事業所の
従事者対象

実施概要

岡山県
新型コロナウイルス感染症
集中的検査

国からの検査キット配布を受け、高齢者及び障害児・者の入所施設、通所・訪
問事業所における感染リスクを低減させるため、従事者の方等を対象にした検
査に必要な「抗原定性検査キット」を無料で配布します。

配布を希望される場合は、以下の事項を確認の上、お申し込みください。

※過去に申し込みされた場合も、２月分としてあらためてお申し込みが必要です。

※岡山市、倉敷市内の施設・事業所は、本事業の対象ではありません。
所在する市へお問い合わせください。

〇検査対象者 ・対象施設に勤務し入所者と接する従事者（常勤、非常勤は問いません)
・新規入所者
※従事者が濃厚接触者となった場合、待機期間を早期に解除するための
検査を対象とすることができます。

※新規に入所するときのみ新規入所者を検査対象とすることができます。

〇対象施設

早期に陽性者を発見し、重症化リスクの高い方を守り、感染拡大を防ぐため
に、多くの施設、事業所で検査を実施していただきますようお願いします。

「抗原定性検査キット」の無料配布について

入所施設

高齢者入所施設 障害児・者入所施設

介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型
共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料
老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、老人短期入
所施設 等

障害者支援施設、障害福祉サービス（共同
生活援助）、障害福祉サービス（短期入所）、
福祉ホーム、福祉型障害児入所施設、医療
型障害児入所施設 等

岡山県高齢者施設等集中的検査事務局
TEL ０８６－２０１－５００７（受付時間：9時30分～17時30分 日、祝、12/29～1/4休み）

FAX ０８６－２０１－５３７３ メールアドレス okayama_kensa@bsec.jp
（その他詳細はWEBサイトをご覧ください）https://okayama-kougenkensakit.jp

お申し込み・お問い合わせ先

〇申込方法 WEB、FAX、メールでお申し込みできます。
（FAX、メールでのお申し込みは、裏面の申込書をご利用ください。）

2月分

〇申込締切 1月24日以降の毎週土曜日午後３時 ※2月18日（土）午後３時 最終締切
（キットは、申込締切の翌週に配送予定です。）
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申込日 令和　 年　　月　　日

◎申込者 ※申込書は、施設ごとに分けて作成してください。

１ 介護老人福祉施設（地域密着型含む） ２ 介護老人保健施設

３ 介護療養型医療施設 ４ 介護医療院

５ 認知症対応型共同生活介護 ６ 養護老人ホーム

７ 軽費老人ホーム ８ 有料老人ホーム

９ サービス付き高齢者向け住宅 10 老人短期入所施設

99 その他（　　　　　　　　　　）

11 障害者支援施設 12 障害福祉サービス（共同生活援助）

13 障害福祉サービス（短期入所） 14 福祉ホーム

15 福祉型障害児入所施設 16 医療型障害児入所施設

99 その他（　　　　　　　　　　）

◎申込内容

従事者数

（人）注1

注1：従事者は、常勤だけでなく、非常勤の従事者数を含めてください。

◎備考 ※配送先を変更したい場合は、変更理由と変更先の住所、宛先をご記入ください。

◎同意事項　※□にチェックをしてください。全てに同意いただけない場合は申し込みできません。

□ 配布されるキットは、対象者以外に使用しません。また第三者へ譲渡、転売はしません。

□ 抗原定性検査キットの使用実績を報告します。

高齢者・障害者入所施設従事者等集中的検査　抗原定性検査キット申込書（2月分）

□ 判定結果が陽性であった場合は、受検者に対して「診療・検査医療機関（発熱外来）」への電話の事

前予約と受診を促します。

□ 医療従事者が不在時に抗原定性検査を実施する場合は、「検査実施管理者」を任命し、「検査実施管

理者」は検査日までに、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライ

ン」を学習します。

担当部署・担当者名

電話番号

FAX

メールアドレス

施設名

事業所番号

郵便番号

住所

　　施設種別

※該当する種別

に〇をしてくだ

さい。

検査頻度
過去に無料配布された

キットの在庫数（個）

2月 週3回

高

齢

者

施

設

障

害

者

施

設

新規入所者見込数

（２月）（人）

注2：実際の配布キット数は、配送の時期、従事者数、新規入所者見込数、在庫キット数に応じて

　　決定します。

〒
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ワ 第 ４ ５ ２ 号  

令和５年１月１２日 

 

 各高齢者施設等 施設長・管理者 殿 

 

岡 山 県 保 健 福 祉 部 長 

 

 

オミクロン株対応ワクチン接種に係る周知について（依頼） 

 

高齢者施設等の皆様におかれましては、本県の新型コロナウイルス感染症対策及び新型

コロナワクチンの接種促進に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

本県の新規感染者数は、年末年始の人流や普段会わない人との接触が増加したことなど

により、過去最多を更新し、病床使用率も非常に高い状況が続いております。また、入院

者に占める高齢者の割合が高く、高齢者施設におけるクラスターも多く発生している状況

です。 

つきましては、引き続き職員や施設利用者に基本的な感染対策を徹底していただくとと

もに、オミクロン株対応ワクチンの接種がまだお済みでない方に早期に接種していただく

ために別添のポスター及びチラシを作成しましたので、施設内へのポスターの掲示や職員、

施設利用者及びその御家族の皆様等へのチラシの配布などによる幅広い周知に御協力いた

だきますようお願いします。 

なお、ポスター及びチラシが追加で必要な場合は、下記連絡先まで御連絡ください。（デ

ータでの提供も可能です。） 

 

 

 

【添付資料】 

〇ポスター２部（各１部ずつ） 

・「安心をつなぐために！オミクロン株対応ワクチンの接種をお願いします。」 

・「みなさんオミクロン株対応ワクチンの接種はお済みですか？」 

〇チラシ３０部（両面） 

・「安心をつなぐために！オミクロン株対応ワクチンの接種をお願いします。」 

 

 

 

 

 

 岡山県保健福祉部保健福祉課 

ワクチン対策室 市町村支援班 

TEL：086-226-7806 

ワクチン対策室 企画班 

TEL：086-226-7803 
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テキストボックス
令和５年４月以降の新型コロナワクチン接種の方針については、現時点(R5.1.20時点)で未定となっています。今後、国の方針が決まり次第、改めてお知らせします。



ポスター ①
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ポスター ②
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チラシ 表
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チラシ 裏
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３ 介護サービス事業所・施設の指定（許可）更新手続

■ 指定（許可）の更新制度について
介護サービス事業所・施設が指定（許可）の有効期間満了日後も引き続き事業所・施設の

運営を行う場合は、６年毎に介護保険法の規定に基づく指定（許可）の更新を受ける必要が
あります。更新を受けない場合は、指定（許可）の効力を失い、当該満了日の経過をもって
事業所・施設の継続ができなくなりますので、御注意ください。

■ 対象となる事業所・施設
１ 全ての指定介護サービス事業者（居宅サービス、介護予防サービス、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設※、介護医療院）が対象となります。

※介護療養型医療施設は、令和5年度末が廃止期限です。

○岡山市、倉敷市及び新見市に所在する全ての事業所・施設は、指定権者が各市長となり
ます。

○指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援事業所の指定権者は、市町村長になります。

２ 介護保険法第７１条、第７２条、第１１５条の１１及び介護保険法施行法第４条の規定
により、指定があったものとみなされた次の事業所（予防含む）については、更新手続の
必要はありません。
① 病院等における、保険医療機関若しくは保険薬局の指定によるみなし指定の事業所（医
療みなし指定の訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリ
テーション（病院・診療所）・短期入所療養介護（療養病床を有する病院又は診療所に
より行われるものに限る））

② 介護老人保健施設の許可によるみなし指定の短期入所療養介護及び通所リハビリテー
ション

③ 介護療養型医療施設の指定によるみなし指定の短期入所療養介護
④ 介護医療院の許可によるみなし指定の短期入所療養介護及び通所リハビリテーション
＊ 上記、②、③、④については、原則として、本体施設（介護老人保健施設、介護療養
型医療施設、介護医療院）の指定(許可）更新手続を行うことで居宅サービス等のみな
し指定が行われることとなります。
また、指定を受けない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」が必要です。

３ 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける
必要があります。

■ 指定（許可）更新に必要となる書類
指導監査室ホームぺージに各サービス毎に「申請の手引き」及び「申請書・各種様式」を

掲載していますので、御確認の上、必要書類を作成してください。

■ 指定（許可）更新手続のスケジュール
指定の更新申請は、指定日から６年を経過する指定有効期間満了日の前月の末日までに、

更新申請書に必要な書類を添付して、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業
者班）へ提出してください。
なお、書類の補正等が必要な場合もありますので､できるだけ早めに県民局へ提出してく

ださい。
（指定権者が市町村長の施設・事業所は各市町村の取扱いに従ってください）
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○指定更新スケジュールの例

指定年月日 指定有効期間満了日 「更新のお知らせ」 書類提出期限

平成29年 ６月 1日 令和5年 5月31日 令和5年 2月中に発送 令和5年 4月30日

平成29年12月 1日 令和5年11月30日 令和5年 8月中に発送 令和5年10月31日

平成30年 3月 1日 令和5年 2月28日 令和5年11月中に発送 令和6年 1月31日

○「更新のお知らせ」についての留意事項
「更新のお知らせ」は、県に届け出ている事業所所在地へお送りしますが、事業所所在

地の変更の届出を行っていない等の理由により、届かない場合もあります。
この場合でも、更新の手続を行わないと有効期間の満了により指定の効力を失うことと

なりますので、各事業者において十分留意してください。

■ 介護予防サービス有効期間満了日の特例
次の１）～４）の条件を満たす場合、居宅サービスの指定有効期間満了日と介護予防サー

ビスの指定有効期間満了日を同一日にすることを可能とします。
１）居宅サービスと介護予防サービスを同一の事業所において一体的に実施していること。
２）当該手続は事業者の希望により行うものであり、居宅サービスの更新申請と同時に行う
こと。

３）介護予防サービスを居宅サービスの指定有効期間満了日で廃止する旨の届出（様式第４
号）を行うこと。

４）居宅サービスに係る申請書類一式に加え、介護予防サービスに係る指定・許可申請書（様
式第１号）に介護給付費算定に係る体制等の届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一
覧表、誓約書（参考様式９－１）及び介護予防サービスの更新申請時に添付を求められて
いるもののうち居宅サービスの更新申請に添付したもの以外を添付すること。

■ 岡山市、倉敷市及び新見市に所在する事業所・施設について
上記３市に所在する事業所・施設の指定等の権限が各市に移譲されています。
３市に所在する事業所・施設の更新手続は、各市の取扱いにより各市へ御提出ください。
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4-(1) 介護保険施設等に対する指導及び監査等

１ 指導

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、
改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために介護保険法第
２４条の規定に基づき実施します。

１）集団指導

○ 原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式によ

り指導を行います。

○ 平成２１年度以降の各年度の集団指導の資料を指導監査室ホームページに掲載

していますので、御活用ください。

２）運営指導※

※ 令和４年度から、指導項目の一部についてオンライン会議システム等を活用す

ることを想定して、名称を「実地指導」から「運営指導」に変更しました。

○ 実施方法

原則として、各介護保険施設等において、設備やサービス提供状況の目視によ

る確認及び自己点検シート（岡山県版）による事業者の点検結果に基づくヒアリ

ングを行うことにより実施します。

○ 指導内容

介護保険施設等のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、①介護サ

ービスの実施状況指導、②最低基準等運営体制指導及び③介護報酬請求指導を行

います。

○ 確認項目及び確認文書

原則として、厚生労働省が定めた「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別

添１により確認を行い、期間は前年度から直近の実績に係るものとします。

ⅰ）事前に提出を求める書類等

・ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間）

・ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者（入所･居住系ｻｰﾋﾞｽのみ）

※ 指導時間を短縮する観点から、重要事項説明書や利用契約書の様式など

を事前提出書類とする場合があります。

ⅱ）運営指導日に提出を求める書類等

・ 自己点検シート（人員・設備・運営編）

・ 自己点検シート（介護報酬編） 等

○ 運営指導後の措置

必要に応じて改善指導や介護報酬の返還指導を行う場合があります。

また、運営指導からの変更を含め、監査を実施する場合があります。
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２ 監査

県が入手した各種情報から、

① 人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合又

はその疑いがあると認められる場合

② 介護報酬請求について不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると

認められる場合

③ 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認

められる場合（①～③指定基準違反等）

④ 高齢者虐待防止法に基づき市町村が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待

等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又

はその疑いがあると認められる場合（人格尊重義務違反）

において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼として、

介護保険法第５章の規定に基づき実施します。

各種情報とは、

① 通報・苦情・相談等に基づく情報

② 市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等によ

り利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情

報

③ 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

④ 国民健康保険団体連合会・保険者からの通報情報

⑤ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

⑥ 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

⑦ 運営指導における情報

等の幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反等及び人格尊重義務違反の確

認について必要があると場合には、厳正かつ機動的な対応を行います。

※原則として、無通告（監査開始時に通知）で立ち入り検査を実施するなど、より

実効性のある方法で行っています。

３ 介護報酬請求指導の方法

運営指導等においては、指導担当者が、加算等体制の届出状況及び介護報酬（基本

単位及び各種加算）の請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基

準に適合しない取扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準

に定められた算定要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導すると

ともに、過去の請求について自己点検の上、誤った請求となっている部分があれば過

誤調整を行い返還するよう指導します。
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４ 過誤調整による返還指導

運営指導等において、過誤調整を指導する場合は、原則として次のとおり取り扱い

ます。

① 加算報酬上の基準に係る算定要件の誤った理解のため同要件を満たしてない場

合。

② 解釈通知に関し誤った理解のため同通知に即したサービス提供を実施していな

いことにより加算本来の趣旨を満たしていない場合。

③ 利用者に係る記録が全くなく、サービス提供の挙証責任が果たせていない場合。

※ 報酬請求に関し架空請求や水増し請求といった不正請求またはその疑いが認め

られる場合は、監査を実施して事実関係を調査します。

当該監査より偽りその他不正な行為による請求と認められた場合は、不当利得

として介護保険法第２２条第３項に基づき支払を行った保険者がその額を徴収す

ることとなります。
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4-(2) 業務管理体制の整備及び介護保険事業者の法令遵守

Ⅰ 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の32により、介護サービス事業者（以下「事業
者」という。）には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以下「事業所
等」といいます。）の数に応じて定められており、事業者は、業務管理体制整備に関する内容に
ついて、介護保険事業への新規参入時、区分の変更及び届出事項に変更が生じた際は、必
要事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に提出するることとされています。
特に、業務管理体制の整備に関する届出を行っていない介護サービス事業者については、

運営する介護サービス事業所等の指定取消等の理由ともなり得るため、至急に届出を行っ
てください。

１ 業務管理体制の整備の基準
（介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の39）

届出を必要とする業務管理体制整備の内容
指定・許可の事業所
等の数※ 法令遵守責任者の 業務が法令に適合することを確保するた 業務執行の状況（法

選任 めの規程(法令遵守ﾏﾆｭｱﾙ)の整備 令遵守）に係る監査

１～１９ 必 要 － －

２０～９９ 必 要 必 要 －

１００以上 必 要 必 要 必 要

※ 事業所・施設数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除き
ます。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビ
リテーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護
保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
※ 現在事業を行っている事業所等だけでなく、休止中の事業所等も含みます。

２ 業務管理体制の整備に関する事項の届出先（令和3年４月１日以降）
（介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の40）

区 分 届 出 先

１ 指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者

① 指定事業所等が３以上の地方厚生局管 厚生労働大臣
轄 区域に所在する事業者 （老健局総務課介護保険指導室）

② 上記①以外の事業者で、主たる事務所 主たる事務所(本社）の所在地の都道府県知
（本社）の所在地が岡山県以外の事業者 事

③ 上記①以外の事業者で、主たる事務所 岡山県知事
（本社）の所在地が岡山県の事業者※ （県民局健康福祉部健康福祉課）
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区 分 届 出 先

２ 事業所等が岡山県内のみに所在する事業者

① 地域密着サービス（予防含む）のみを 市町村長
行い、その全ての指定事業所が同一市町
村内に所在する事業者

② 全ての指定事業所等が岡山市内のみに 岡山市長
所在する事業所 （岡山市保健福祉局事業者指導課）

③ 全ての指定事業所等が倉敷市内のみに 倉敷市長
所在する事業所 （倉敷市保健福祉局指導監査課）

④ 上記①～③以外の事業者※ 岡山県知事（県民局健康福祉部健康福祉課）

※ 岡山県知事に届け出る場合の届出先
① 主たる事務所（本社）の所在地を所管する県民局
② 主たる事務所が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在
１）１つの県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、所在地を所管する県民局
２）事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合
ア 県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県民局
イ 県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所
在地を所管する県民局

３ 業務管理体制の届出事由と様式

届出が必要となる事由 様式

○業務管理体制の整備に関して届け出る場合（介護保険法第115条の32第2項） 様式第１号

＊介護保険事業所等（みなし事業所を除く。）の指定を初めて受けた事業者は
必ず届出が必要となります。

○事業所等の指定等により、事業展開地域が変更となり、届出先の行政機関に 様式第１号

変更が生じた場合 （介護保険法第115条の32第4項）
＊変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要となります。
（例：市町村→県、県→厚生労働省への変更）

○届出事項に変更があった場合 （介護保険法第115条の32第3項） 様式第２号

（例：事業者に関する事項（法人の名称、本社所在地、代表者名等）、
法令遵守責任者名、届出区分の変更など）

＊次の場合は変更の届出は必要ありません。
(１)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場
合
(２)法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変
更 の場合

４ 提出先の県民局

提出先が岡山県知事となる場合は、所定の様式による届出書を作成し、所管の県民局に郵送又
は持参してください。
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備前県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者第１班
住所：〒703-8278 岡山市中区古京町１－１－１７ 電話：086-272-3915（ダイヤルイン）
所管市町：玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者第１班
住所：〒710-8530 倉敷市羽島１０８３ 電話：086-434-7054（ダイヤルイン）
所管市町：笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者班
住所：〒708-0051 津山市椿高下１１４ 電話：0868-23-1291（ダイヤルイン）
所管市町村：津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、

美咲町

Ⅱ 業務管理体制の整備・運用状況の監督

１ 業務管理体制の整備の趣旨
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、

あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス（法令遵守）を向上
していただくことが本来の趣旨です。

２ 業務管理体制の整備・運用状況の監督
業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、整備・運用状況を定期的に報告をいただ

く確認検査（以下「一般検査」という。）を実施しています。（根拠：介護保険法第115条の3
3）
一般検査は、事業者の業務管理体制の問題点について検証し、事業者が自ら業務管理体制の

改善を図り法令等遵守に取り組むよう意識付けすることが目的です。
（１）一般検査の内容

① 法令遵守責任者の役割及びその業務内容
確認項目：
・業務管理体制（法令等遵守）の考え（方針）及びその決定のプロセス
・法令等遵守の方針の周知状況
・法令遵守責任者の役割と業務内容の定め及びその決定のプロセス
・法令等遵守の具体的な運用状況
・業務管理体制の評価・改善活動の状況 等

② 業務が法令に適合することを確保するための規程の内容
③ 業務執行の状況の監査（法令遵守に係る監査）実施状況及びその内容
※②・③については、事業所等の数の区分に応じて実施する。

（２）一般検査の実施方法
一般検査は、基本的には書面検査で行うこととしています。（報告後、その内容について

疑義等があれば電話等により法令遵守責任者に連絡し、内容を確認する場合もあります。ま
た、不備が認められたときには、出頭を求め運用状況を聴取する場合もあります。）

（３）特別検査
事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合には、業務管理体制の問題点の確認や

その要因の検証、取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証するために特別検査を実施
します。

38



３ 事業者・法令遵守責任者の責務
（１）事業者の責務

業務管理体制は、事業者自身の自己責任原則に基づく内部管理を前提としたものですから、
県が事業者に代わり、指定等取消事案などの不正行為の未然防止を図るものではありません。
「業務管理体制の整備に関する報告」を行うことで、事業者自らが法令遵守の取組状況や

法令遵守責任者が適切に機能しているかを自己点検していただき、今後のコンプライアンス
向上のための取組を考えていただくきっかけにしてください。
そのため、一般検査は定期的に実施することを予定にしておりますが、検査のない年にお

いても毎年、報告事項の自己点検を通じて、自ら法令等遵守態勢を検証し、必要に応じて改
善されるように継続的な取組をお願いします。

（２）法令遵守責任者の役割
法令遵守責任者の役割については、法令等で明確に定められていません。これは、事業者

自らが、事業者の実情に応じた取組を真剣に考え、試行錯誤しながらコンプライアンスを高
めていただくことが重要だからです。
法令遵守責任者に何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法

及び介護保険法に基づく通知等の内容に精通した法務担当の責任者で、事業者内部の法令遵
守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。
また、法令遵守責任者には、辞令等が交付され、その役割と業務内容が事務分掌などで明

記されていることが望まれます。
●業務内容の具体例
・年に1回以上、各事業所等の取組状況を各事業所等の従業員又は管理者からの聞き取り及
び書面での報告等により把握する。
※自己点検シート等の活用又は各種会議の場を活用する。

・各事業所等から選出された従業員又は管理者（以下「法令遵守担当者」という。）で組織
された委員会を設置し、法令遵守責任者は事業者全体の法令遵守を徹底する連絡体制を
確保する。

・研修等を実施し、従業員の法令遵守意識を高める。
・定期的に、介護保険法その他の関連情報等（制度改正及び介護報酬に関する通知・Ｑ＆
Ａ等）の収集等を行う。

・苦情・事故等の問題が発生した場合には、速やかに報告を求め、事実関係の把握を行い、
迅速に解決を図る。 その原因を究明し、防止策を法令遵守担当者で組織された委員会等
の場で検討し、各事業所等の運営に反映させる。
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老人保健施設

通所リハビリテーション

訪問看護

介護予防訪問看護

通所介護

介護予防通所介護

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

訪問介護

介護予防訪問介護

訪問看護

介護予防訪問看護

通所介護

介護予防通所介護

訪問介護

介護予防訪問介護

通所介護

介護予防通所介護

通所介護

介護予防通所介護

訪問介護

介護予防訪問介護

新規入所者の受入の停止
（３月）

介護報酬の上限８割
（１月）

訪問介護

介護予防訪問介護

不正請求（減算未実施）、虚偽報告

Ｈ２１

全部停止（３月）

社会福祉法人

不正の手段による指定、虚偽報告

不正請求（時間区分誤り）、虚偽答弁

全部停止（３月）

不正の手段による指定、人員基準違
反、
虚偽報告、検査妨害

不正の手段による指定、虚偽報告、
虚偽答弁

不正の手段による指定、虚偽報告

不正請求、人員基準違反、虚偽報告

不正請求（架空請求）

指　定　取　消

指定指定取消処分相当

指定指定取消処分相当

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１９

指　定　取　消

指定指定取消処分相当

指　定　取　消

居宅介護支援 医療法人

指　定　取　消

指　定　取　消

指　定　取　消

医療法人

通所介護 社会福祉法人全部停止（３月）

介護老人福祉施設

営利法人

訪問介護 営利法人

営利法人

営利法人

訪問介護 その他

不正請求、運営基準違反

指定指定取消処分相当

Ｈ２３

指　定　取　消

訪問介護 営利法人

不正請求、不正の手段による指定

医療法人 不正請求、不正の手段による指定

医療法人 不正請求、不正の手段による指定

指　定　取　消

指　定　取　消

指　定　取　消

営利法人 不正請求（居宅）、他法令違反

営利法人

指　定　取　消

指　定　取　消

指　定　取　消

Ｈ２０

Ｈ２２

指　定　取　消

同居家族によるサービス提供

営利法人 不正の手段による指定

訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

通所リハビリテーション 医療法人 不正請求

訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

営利法人 不正の手段による指定

営利法人 不正の手段による指定

訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

１　岡山県における介護保険事業者に係る行政処分（取消相当含む。）の状況

処　　分　　内　　容

医師の人員基準違反

認知症対応型共同生活介護 営利法人 不正の手段による指定

サービスの種類 法人種別 主 な 処 分 事 由

老人保健施設 社会福祉法人 医師の人員基準違反

社会福祉法人

処分年度

Ｈ１５ 改善命令（社会福祉法）

改　善　命　令

指　定　取　消

４－(3) 行政処分案件
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訪問介護

介護予防訪問介護

訪問介護

介護予防訪問介護

処分年度 処　　分　　内　　容 サービスの種類 法人種別 主 な 処 分 事 由

医療法人 不正請求

Ｈ２９

Ｈ２７
新規入所者の受入の停止

（３月）
介護老人福祉施設 社会福祉法人 人格尊重義務違反

Ｒ２
新規入所者の受入の停止

（12月）
介護老人福祉施設 社会福祉法人 人格尊重義務違反

全部停止（４月） 医療法人 不正請求（減算未実施）

Ｈ２５
不正請求（居宅）、
運営基準（記録保存）違反、虚偽の報
告

居宅介護支援

Ｈ２６ 全部停止（３月） 営利法人 運営基準違反

指　定　取　消 居宅介護支援

営利法人指　定　取　消

不正の手段による指定

指　定　取　消 社会福祉法人 不正の手段による指定通所介護

Ｒ３

通所介護

指　定　取　消
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護
社会福祉法人 不正の手段による指定

指　定　取　消
訪問看護

介護予防訪問看護
社会福祉法人 不正の手段による指定

指　定　取　消 社会福祉法人
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５ 虐待防止・高齢者の権利擁護

＜岡山県長寿社会課ホームページ掲載＞
● 岡山県高齢者虐待防止ガイドライン

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-27611.html

● 身体拘束のないケアの実現に向けて

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-41109.html

＜岡山県保健福祉課指導監査室ホームページ掲載＞
● ケア従事者のための身体拘束ゼロハンドブック

https://www.pref.okayama.jp/page/571339.html

● 施設従事者等による虐待の状況について

https://www.pref.okayama.jp/page/580488.html

Ⅰ 高齢者虐待防止法
１ 高齢者虐待防止法の成立

近年、我が国においては、介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身

体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な

問題となっています。

平成１7年11月１日に国会において「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」という。）が議員立法で可決、成立し、平成18年

４月１日から施行されています。

２ 「高齢者虐待」の捉え方

（１）高齢者虐待防止法による定義

高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています（高齢者虐待

防止法（以下特に法律名を明記しない限り同法を指します。）第２条１項）。

また、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」及び「養介護施設従事者等による高齢

者虐待」に分けて次のように定義しています。

ア．養護者による高齢者虐待

養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と

されており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。

養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされ

ています。

ⅰ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養

護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠
ること。

ⅲ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

ⅳ 性的虐待 ：高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させること

ⅴ 経済的虐待：養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその
他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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イ．養介護施設従事者等による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従

事する職員が行う上記ⅰ～ⅴの行為です。

「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業は以下のとおりです。

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲（高齢者虐待防止法第2条）

区 分 老人福祉法による規定 介護保険法による規定

・老人福祉施設 ・介護老人福祉施設
・有料老人ホーム ・介護老人保健施設

養介護施設 ・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・老人居宅生活支援事業 ・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業

養介護事業 ・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・介護予防支援事業

養介護施設 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
従事者等

（２）「高齢者虐待」の捉え方と対応が必要な範囲について

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を上記のように定義していますが、これらは、広い

意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状

態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐

待防止法の対象を規定したものということができます。

また、介護保険制度の改正によって実施される地域支援事業（包括的支援事業）のひと

つとして、市町村に対し、「被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業

その他の高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う事業」（介護保険法第115条の４５

第１項第4号）の実施が義務付けられています。

このため、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事

例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような

事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要

な援助を行っていく必要があります。

３ 養介護施設の設置者、養介護事業者の責務

養介護施設の設置者及び養介護事業を行う者は、従事者に対する研修の実施のほか、利用者

や家族からの苦情処理体制の整備その他従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じ

なければなりません（法第20条）。

４ 高齢者虐待の防止に向けた基本的視点

＜基本的な視点＞

（１）発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援

高齢者虐待防止対策の目標は、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持し

ながら安定した生活を送ることができるように支援することです。

高齢者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた高齢者が安定した生活を送れるよ
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うになるまでの各段階において、高齢者の権利擁護を理念とする切れ目ない支援体制が

必要です。

（２）高齢者自身の意思の尊重

高齢者虐待は児童虐待と異なり、「成人と成人」との人間関係上で発生することがほ

とんどです。「被害者－加害者」という構図に基づく対応ではなく、介護保険制度の理

念と同様、高齢者自身の意思を尊重した対応を行うことが必要です。

（３）虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

高齢者虐待の問題では、虐待を未然に防止することが最も重要な課題です。そのため

には、家庭内における権利意識の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護知識の周知

などのほか、介護保険制度等の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です。

また、近隣とのつきあいがなく孤立している高齢者のいる世帯などに対し、関係者に

よる働きかけを通じてリスク要因を低減させるなど、高齢者虐待を未然に防ぐための積

極的な取組が重要となります。

（４）虐待の早期発見・早期対応

高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し高齢者や養護者・家族に対する

支援を開始することが重要です。民生委員や自治会・町内会等の地域組織との協力連携、

地域住民への高齢者虐待に関する啓発普及、保健医療福祉関係機関等との連携体制の構

築などによって、虐待を未然に防いだり、仮に虐待が起きても早期に発見し対応できる

仕組みを整えることが必要です。

（５）高齢者本人とともに養護者を支援する

在宅で養護者による虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉え

てしまいがちですが、介護疲れなど養護者自身が何らかの支援を必要としている場合も

少なくありません。また、他の家族等の状況や経済状況、医療的課題、近隣との関係な

ど様々な問題が虐待の背景にあることを理解しておく必要があります。

高齢者虐待の問題を高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の

状況からその家庭が抱えている問題を理解し、高齢者や養護者・家族に対する支援を行

うことが必要です。

（６）関係機関の連携・協力によるチーム対応

高齢者虐待の発生には、家庭内での長年の歴史を基にした人間関係や介護疲れ、金銭

的要因など様々な要因が影響しており、支援にあたっては高齢者や養護者の生活を支援

するための様々な制度や知識が必要となります。そのため、発生予防から通報等による

事実確認、高齢者の生活の安定に向けた支援にいたる各段階において、複数の関係者が

連携を取りながら高齢者や養護者の生活を支援できる体制を構築し、チームとして虐待

事例に対応することが必要です。

＜留意事項＞

その１ 虐待に対する「自覚」は問わない

高齢者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利が

侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応すべきです。

その２ 高齢者の安全確保を優先する

高齢者虐待に関する通報等の中には、高齢者の生命に関わるような緊急的な事態もある

と考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想されます。

入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くこと

ができないときでも高齢者の安全確保を最優先する必要があります。その場合、養護者に

対しては関係者からのアプローチや仲介によって信頼関係を構築したり支援を行うなど、

時間をかけた対応が必要となることもあります。
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その３ 常に迅速な対応を意識する

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予

想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要です。また、虐待は夜間

や休日も発生するものであるため、地域で夜間や休日においても相談や通報、届出や緊急

の保護に対応できるようにし、関係者や住民に周知する必要があります。

その４ 必ず組織的に対応する

高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行う

ことが必要です。

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に高齢者虐待担当の管理職やそれに準ずる者な

どに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、高齢者の安全や事実確

認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要があります。

特に、高齢者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、

また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とします。

その５ 関係機関と連携して援助する

複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可

欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用する

ことが有効です。

ネットワークの運営は地域包括支援センターの業務ですが、各機関の代表者等による会

議とともに、個別の事例に対応するための担当者レベルでのケース会議が必要となります。

ケース会議では、事例に対する援助方針やキーパーソン、各機関の役割分担、連絡体制等

を定めて援助内容を決定するとともに、定期的なモニタリングによる援助内容の評価や再

調整を行います。

その６ 適切に権限を行使する

高齢者虐待防止法では、虐待によって生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認められる高齢者を一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の規定によ

る措置を講じ、又は成年後見開始の審判の請求をすることを規定しています（第9条）。

高齢者の安全を最優先に考え、必要がある場合には、適切に行政権限を行使することが必

要です。

家族の意に反し措置を実施するなどの事例は数年に１回となるなど少ない頻度となるこ

とも想定されます。そういった場合でも適切に権限を発動するためには、組織内での実施

ルールの確定、予算措置、実践事例の収集や蓄積、研修など、実施を想定した体制を構築

することが望まれます。

その７ 市町村の通報窓口を確認する

養介護施設従事者等については、「当該養介護施設従事者等がその業務に従事している

養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待

を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければ

ならない」（第２１条）とされている。

このため、事前に施設・事業所内の従業者すべてに、市町村の通報窓口（担当部局）及

び連絡先電話番号を知らしめ、速やかな通報に結びつける必要があります。

特に市町村によっては、担当が地域包括支援センターか介護保険担当部局かバラバラの

場合があるため、事前に確認し、連携を図るよう努めること。

また、施設・事業所の従業者は養護者による高齢者虐待も発見しやすい立場にあること

から、同様に市町村の通報窓口（担当部局）及び連絡先電話番号を事前に確認し、連携を

図るよう努めること。
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Ⅱ 身 体 拘 束 廃 止 に 向 け て

【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）第11条

第4項その他基準省令関係条文】→岡山県条例においても規定

「当該入所者（利用者）又は他の入所者等（利用者等）の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。」

【身体拘束禁止の対象となる具体的行為】

１．ひも等を使用して身体の動きを制限する

（１）徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。

（２）転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

（３）点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

（４）他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

２．ベルト等を使用して身体の動きを制限する。

車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、

車いすテーブルをつける。

３．ベッド柵を使用して行動を制限する。

自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む。

４．ミトン型の手袋等をつけて手指の動きを制限する。

点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手

指の動きを制限するミトン型の手袋等をつける。

５．椅子などを使用して行動を制限する。

立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

６．つなぎ服を使用して、動きを制限する。

脱衣やおむつはずしを制限するためにつなぎ服を着せる。

７．過剰に薬を使用して行動を制限する。

行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

８．鍵をかけた部屋に隔離する。

自分で開けることのできない居室等に隔離する。

【身体拘束が「やむを得ない」と認められる３要件】

・・全て満たしてはじめて「やむを得ない」ということができる。

１．切迫性＝本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる危険性が著しく高いこと。

２．非代替性＝身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

３．一時性＝身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

以上の３要件を満たすことなく身体拘束に当たる行動制限等を行った場合、基準省令（条例）

違反であり、虐待に当たるものとされます。
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身体拘束廃止に向けてまずなすべきこと－五つの方針－

～「身体拘束ゼロへの手引き」より～

【トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む】

組織のトップである施設長や病院長、そして看護・介護部長等の責任者が「身体拘束廃止」を

決意し、現場をバックアップする方針を徹底することが重要です。そのためには施設長をトップ

とした「身体拘束廃止委員会」を設置し、施設・病院全体で身体拘束廃止に向けて現場をバック

アップしてください。

【みんなで議論し、共通の意識をもつ】

身体拘束の問題は、個人それぞれの意識の問題でもあります。そのため、身体拘束の弊害をし

っかり認識し、どうすれば身体拘束を廃止できるかを、トップも含めてスタッフ間で十分に議論

し、みんなで問題意識を共有していく努力が求められます。

【まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す】

個々の高齢者についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない

状態を作り出す方向を追求していくことが重要です。

問題行動がある場合も、そこには何らかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くこ

とが大切です。

【事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保する】

身体拘束の廃止を側面から支援する観点から、転倒等の事故防止対策を併せて講じる必要があ

ります。

そのためには、転倒や転落などの事故が起きにくい環境づくり（手すりを付ける、足元に物を

置かない、ベッドの高さを低くするなど）と、スタッフ全員で助け合える態勢づくり（対応が困

難な場合について、柔軟性のある態勢の確保）が重要となります。

【常に代替的な方法を考え、身体拘束するケースは極めて限定的に】

身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法はないのか真剣に検討すること

が求められます。

「仕方がない」「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されて

いる人については「なぜ拘束されているのか」を考え、まず、いかに拘束を解除するかを検討す

ることから始める必要があります。

基準省令において「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は身体拘束が認めら

れていますが、この例外規定は極めて限定的に考え、全ての場合について身体拘束を廃止してい

く姿勢を堅持することが重要です。
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令和３年度における施設従事者等による虐待の状況について 

 

  障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律及び児童福祉法に基づき、令和３年度におけ

る施設従事者等による虐待の状況等について、次のとおり公表する。 

 

１ 障害者福祉施設等 

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 １１件 

 

《上記の詳細》 

被
虐
待
者
の
状
況 

性 別 ①  女性(１人) ②  男性(１人) ③  男性(１人) 

年齢階級 30～34歳 10～14歳 10～14歳 

障害種別 知的障害 発達障害 発達障害 

虐待の類型 性的虐待 性的虐待 性的虐待 

施設等の種別 就労継続支援Ａ型 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

職業指導員(１人) 児童指導員(１人) 児童指導員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

 
虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

 
虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

 
虐待防止に向けた職員
への研修やアンケート
調査の実施等を指導 

 

被
虐
待
者
の
状
況 

性 別 ④   女性(１人) ⑤ 男性(１人) ⑥ 男性(１人) 

年齢階級 50～54歳 25～29歳 20～24歳 

障害種別 知的障害 知的障害 知的障害 

虐待の類型 心理的虐待 身体的虐待 
身体的虐待 
心理的虐待 

施設等の種別 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ａ型 共同生活援助 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

管理者(１人) 
サービス管理責任者(１人) 
職業指導員(23人) 
生活支援員(12人)       

職業指導員(１人) 世話人(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

 
虐待防止に向けた職員への研
修やアンケート調査の実施等
を指導 

 
虐待が発生した原因
の分析、改善計画の
作成等を指導 

 
虐待が発生した原因
の分析、改善計画の
作成等を指導 
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被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ⑩ 女性(１人) ⑪ 男性(１人)

年齢階級 50～54歳 50～54歳 

障害種別 知的障害 知的障害 

虐待の類型 性的虐待 心理的虐待 

施設等の種別 共同生活援助 
障害者支援施設 
生活介護 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

世話人(１人) 生活支援員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を指導 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を勧告 

※障害種別には重複がある。

（参考）令和３年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況  （単位：件） 

障害者福祉施設従

事者等による虐待 
養護者による虐待 計 備  考 

通報・届出件数 ６５ １１８ １８３ 

うち障害者虐待 １１ ４０ ５１ 

区
分
別
内
訳

身体的虐待 ４ １７ ２１ 

性的虐待 ４ ３ ７ 

心理的虐待 ６ １７ ２３ 

放棄・放置 ０ １１ １１ 

経済的虐待 ０ １０ １０ 

※区分別内訳には重複がある。

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ⑦ 
男性(２人） 
女性(３人） 

⑧ 不特定多数 ⑨ 女性(１人）

年齢階級 

45～49歳 
55～59歳 
60～64歳 
65～69歳 
70～74歳 

25～29歳 

障害種別 
身体障害(２人) 
知的障害(５人) 

知的障害 

虐待の類型 
身体的虐待 
心理的虐待 

心理的虐待 
身体的虐待 
心理的虐待 

施設等の種別 生活介護 
共同生活援助 
就労移行支援 
就労継続支援Ｂ型 

共同生活援助 

虐待を行った 
従事者等の職
種 

生活支援員(１人) 

サービス管理責任者
兼世話人(１人)

世話人兼生活支援員(２人) 
職業指導員(１人) 
職業指導員兼調理員(１人) 

世話人(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に必要な体
制整備、職員研修の
実施等を指導 

虐待防止に必要な体制整備、
職員研修の実施等を指導 

虐待防止に必要な体
制整備、職員研修の
実施等を指導 
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２ 養介護施設等 

県内の養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実確認件数 ６件 

《上記の詳細》 

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ① 男性(３人) ② 女性(５人) ③ 不特定多数

年齢階級 
70～74歳 

85～89歳 
90～94歳 

75～79歳(１人) 

85～89歳(２人) 
90～94歳(２人) 

要 介 護 
状 態 

要介護２(１人) 
要介護４(２人) 

要介護３(３人) 
要介護４(２人) 

虐待の類型 経済的虐待 心理的虐待 心理的虐待 

施設等の種別 認知症対応型共同生活介護 有料老人ホーム 介護老人保健施設 

虐待を行った 
従事者等の職
種 

管理者(１人) 介護職員(６人) 介護職員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止に向けた職員研修の
実施、管理者による事業実施
状況の一元的な把握等を勧告 

虐待防止に必要な体
制整備、再発防止に
向けた職員研修の実
施等を勧告 

人権の擁護、虐待の
防止等のために必要
な措置の実施等を勧
告 

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 ④ 
男性(１人) 
女性(４人) 

⑤ 
男性(１人) 
女性(５人) 

⑥ 女性(１人)

年齢階級 
75～79歳(１人) 

85～89歳(２人) 
90～94歳(２人) 

80～84歳(１人) 
85～89歳(１人) 
90～94歳(４人) 

90～94歳 

要 介 護 
状 態 

要介護４(１人) 
要介護５(４人) 

要介護４ 要介護２ 

虐待の類型 
身体的虐待 

介護等放棄 
心理的虐待 

身体的虐待 
心理的虐待 

身体的虐待 

施設等の種別 特別養護老人ホーム 
地域密着型 
特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 

虐待を行った 
従事者等の職 
種 

介護職員(１人) 介護職員(２人) 介護職員(１人) 

虐待に対して 
採った措置 

虐待防止マニュアルの
見直し、職員研修の実施
等、再発防止措置を勧告 

疑いの場合も含めた早
期の通報、外部講師を活
用した虐待防止研修の
実施等を指導 

虐待防止委員会の定期
的な開催、全職員への再
発防止の周知徹底等を
指導 
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（参考）令和３年度 高齢者虐待の通報・届出とその確認の状況  （単位：件） 

養介護施設従事者

等による虐待 
養護者による虐待 計 備  考 

通報・届出件数 ２０ ５０５ ５２５ 

うち高齢者虐待 ６ ２８８ ２９４ 

区
分
別
内
訳

身体的虐待 ３ １９０ １９３ 

性的虐待 ０ ０ ０ 

心理的虐待 ４ １１７ １２１ 

介護等放棄 １ ７６ ７７ 

経済的虐待 １ ４５ ４６ 

※区分別内訳には重複がある。

３ 社会的養護関係施設等 

県所管の社会的養護関係施設等の従事者等による被措置児童等虐待の事実確認件数 １件 

《上記の詳細》 

被
虐
待
者
の
状
況

性 別 男性(１人) 

年齢階級 15～19歳 

障害種別 知的障害 

虐待の類型 
身体的虐待 

心理的虐待 

施設等の種別 障害児入所施設 

虐待を行った 

従事者等の職 

種 

児童指導員(１人) 

看護職員(１人) 

虐待に対して 

採った措置 

虐待防止に必要な体制整備、

職員研修の実施等を勧告 
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１ 見守り活動の流れ 

  日常生活や業務の中で、「消費者トラブルかも？」という視点を持ちましょう。 

  

２ 特に注意が必要な方

ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯 

認知症等で判断能力が低下した方 

被害に気づいていない可能性あり！ 

過去に被害にあった方 

過去に個人情報流出や被害にあった人を 

勧誘する２次被害にも注意！ 

３ 消費者トラブル防止のポイント 

① 安易に個人情報を

教えない

② その場で契約しない ③ ひとりで悩まず

すぐ相談

情報が流出して、悪質事業者

に利用されるおそれあり。 

落ち着いて、内容、価格や必

要性等よく検討しましょう。 

不安があれば、消費者ホット

ライン｢１８８｣にお電話を！ 

地域の「見守り力」で 

高齢者等の消費者トラブルを防ごう！

１ 見守り 

気づき（※） 

いつもと様子が

違うなあ‥ 

２ 声かけ 

状況確認 

「何かお困り 

ですか？」 

３ 相談機関に 

つなぐ 

｢相談して 

みませんか?｣ 

各
種
相
談
機
関
対 
応 

ト
ラ
ブ
ル
か
も
？ 

岡山県では、市町村、社会福祉協議会、民生委員、ホームヘルパー、

ケアマネジャー、自治会や各種事業者等が連携して、地域で高齢者

等を守る「見守りネットワーク」づくりを推進しています。

２ 

（消費者庁イラスト集より）
:

どうしよう・・

あれ？
気になるなあ。

声かけ

見守り

最近、悪質商法の被害が増えて
いるんですよ。

お困りのことがあれば、消費生活
センターに相談してみませんか？

※見守りポイントは「こんなサインに注意！」
を参照

岡山県 くらし安全安心課 資料
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岡 山 県 県 民 生 活 部 く ら し 安 全 安 心 課 
岡山市北区内山下 2-4-6 （TEL）086-226-7346 （FAX）086-225-9151  

  

見守りポイント 
チェック 

欄 

家族が知らない荷物が届いた。  

見慣れない商品がある。  

急に外出が増えた。  

開封していない宅配物がたくさんある。  

たくさんの郵便物が届いている。  

不自然なリフォーム工事がしてある。  

電話の音に怯えたり、慌てたりしている。  

羽振りのいい話が多くなった。  

霊感･祈祷に関心を持ち始めた。  

お金に困っている様子が見られる。  

必要もないのに繰り返し同じものを買う。  

見慣れない人が出入りしている。  

見かけない車が頻繁に止まっている。  

消費者トラブルかも？ こんなサインに注意！ 

悪質商法や契約などの消費者トラブルは、ひとりで悩まず、すぐ相談！ 

消費者ホットライン「☏１８８」 
最寄りの消費生活相談窓口につながります。 
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６ 介護サービス情報の公表制度

１ 介護サービス情報の公表制度の概要

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、介護サービスを利用しよ

うとする者等が介護サービス事業所を主体的かつ適切に選択するための情報をイン

ターネット等により提供する仕組みとして平成１８年度から導入されました。

介護サービス事業所が国の管理するシステムに入力することにより、調査・公表

事務を運営する県の公表手続を経て、インターネットを通じて公表されることとな

ります。

調査事務及び公表事務は、保健福祉部指導監査室及び各事業所を所管する県民局

健康福祉部健康福祉課において実施しています。

２ 令和４年度の運営の概要について

（１）新規事業所（一部のみなし事業所を除く。）は、「基本情報」のみを公表システ

ムにより報告します。

（２）既存事業所（基準日（４月１日)前の一年間に、提供したサービスの対価とし

て支払いを受けた金額が１００万円を超える事業所のみ）は、「基本情報」及び

「運営情報」を公表システムにより報告します。

（３）新規及び既存事業所は、「県独自項目」及び「事業所の特色」を任意で公表す

ることができます。

（４）県が定める指針に基づき、必要に応じて調査を実施します。

（５）令和４年度の具体的な事業運営については、令和４年度「公表計画」に沿って

行います。

令和３年度

基本情報
必須項目

運営情報＜既存事業所の必須項目＞
公表内容

県独自項目
任意項目

事業所の特色

調 査 調査指針に基づき知事が必要と認める場合に実施

手数料 負担なし

公表サーバー 国が一元管理するサーバーで公表

実施機関 岡山県が直接実施（指導監査室・県民局健康福祉課）
※ 県から指定都市への事務・権限の移譲により、平成30年
4月1日から、岡山市内に所在する事業所の公表事務は岡山
市が実施

79



３ その他

○事業所向け操作マニュアル等、介護サービス情報に関することは、次の岡山県ホ

ームページに掲載しています。

・岡山県保健福祉部指導監査室ＨＰ

介護保険サービス事業者関係のページ

介護サービス情報の公表について

https://www.pref.okayama.jp/page/571279.html

○事業所用報告システムへのログインページのアドレスは次のとおりです。

毎年度、公表対象事業所に報告案内を送ります。案内が来た場合はその内容に従

い、次のページから報告をお願いします。

（お使いのブラウザにブックマークしておくことをおすすめします。）

・事業所用報告システムログインページ

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/33/

○利用者向けの検索ページのアドレスは次のとおりです。

事業所用報告システムで報告した内容が実際にこちらのページに公表されますの

で、ご確認ください。

・利用者向けページ（介護サービス情報公表システム 岡山県ページ）

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/33/

※各施設・事業所に発行されたID・パスについては、今後、災害発生時に報告する際

など、随時、必要となりますので、厳重に管理してください。
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介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を主体的に選択できるように、その判断に資するための
「介護サービス情報」を、比較検討が可能な形でインターネットを通じて提供する仕組み

令和4年度公表計画の策定   ＆ 調査指針の策定

★介護サービス情報★

〈例〉 〈例〉
・事業所の職員体制

・床面積、機能訓練室等の設備

・利用料金・特別な料金

・サービス提供時間

段位制度の取組等）　　　　等

国が一元管理するシステム

を活用して公表

②事業者からの報告
1 原則、インターネットによる報告
2 １ができない場合は、

調査票に記入後、県民局へ
提出

※平成３０年度から、岡山市に所在する事業所の公表に関する事務は岡山市が行うこととなっています。

　「介護サービス情報」に基づく比較検討を通じて、自ら主体的に介護サービス事業者を選択

―任意情報―

に向けた取組状況（各種研修、キャリア

岡山県「介護サービス情報の公表」制度の仕組み

保健福祉課指導監査室

介護サービス事業者

介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介護
サービスを利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なもの

―基本情報― ―運営情報―

・介護サービスに関するマニュアルの有無

・サービス提供内容の記録管理の有無

・職員研修のガイドラインや実績の有無

・身体拘束を廃止する取組の有無　　等

・従業者に関する情報（従業者の資質向上

介護サービス情報

公表システム

県

民

局

が

調

査

※

①

通

知

①

通

知

③

県

が

公

表

受 理

確 認

各事業所を所管する県民局

事業所の特色

サービスの内容、従業者・利用者の特色

等に関する自由記述、画像等の登載、

雇用管理に係る情報（勤務時間、賃金体

系、休暇制度、福利厚生、離職率 等）

※調査指針に基づき調査を実施。

県独自項目
・成年後見制度への配慮

・人権擁護、虐待防止に係る従業者研修

・地産地消

・非常災害時の避難・救出訓練等の実施

②

事

業

者

が

報

告

利用者又はその家族等
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７-１（１）災害時情報共有システムについて

１ 災害時情報共有システムとは 

災害時における介護施設等の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、適切な支援に

つなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。本

県では、まだ災害時情報共有機能の運用は開始しておりません。また、運用開始時期は現状、

未定です。 

災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省が、介護

施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。（例：令和○年 台風○号 等）

その後、国・県・市町村等から介護施設等へメール等により報告が可能となったことの連絡

を行い、各介護施設等は被害状況の有無等をシステムで報告します。 

国・県・市町村等はシステムの被災状況集計機能を活用し、被害状況を確認することが可

能となり、迅速で適切な支援に役立てることができます。 

※災害時情報共有システムが運用開始されても、従来の介護施設等から市町村への被災状

況の報告等が不要となるわけではありませんのでご留意ください。

※システムが稼働しない場合等には、従来どおりの報告が必要となります。

２ 災害時情報共有システムへの施設情報の登録等について 

 災害発生時に迅速かつ正確に被災状況等を把握し、適切な支援につなげるため、平時から

当該システムに正確な情報を登録しておく必要があります。 

（1） 施設情報の登録等について

① 介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所（※特定施設を除く。前年の介護

報酬収入年額 100 万円超の事業所） 

・ 情報公表システムの ID（事業所番号）とパスワードにより利用することができます。

（別途登録をする必要はありません。）

② 介護サービス情報公表対象外の介護施設等（前年の介護報酬収入年額 100 万円以下の

事業所） 

・ 県において、災害時情報共有システムに施設情報等を登録し、被災確認対象事業所番

号（当該システム利用のため施設毎に県で 13 桁の任意の番号を設定）及びパスワー

ドを発行しています。（※ID は事業所番号ではありません。）

③ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅 

・ （介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定の

有無に関わらず、県において、災害時情報共有システムに施設情報等を登録し、被災確

認対象事業所番号及びパスワードを発行しています。
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・ なお、有料老人ホームについては「生活関連情報管理システム」に、サービス付き高

齢者向け住宅は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」に登録されている情

報を活用して登録されています。

※各施設・事業所に発行された ID・パスについては、今後、災害発生時に報告する際

など、随時、必要となりますので、厳重に管理してください。

３ 災害時情報共有システムのログイン画面 URL、操作マニュアルについて 

・システムログイン画面 URL

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/33/ 

・事業所向けマニュアル（被災状況報告編）

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/?action_houkoku_static_h

elp=true 

４ 災害発生時の対応について（別紙１「災害発生時のフロー」を参照ください。） 

(1)国における災害情報の登録

・災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は災害時

情報共有システムに介護施設・事業所等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録し

ます。（例：令和〇年 台風〇号、令和〇年〇月豪雨） 

・災害情報登録後、厚生労働省から県宛てに災害情報を登録した旨の連絡がメール等で行わ

れます。 

(2)県・市町村による介護施設等に対する連絡

・県は、速やかに管内の市町村・介護施設等に対し、メール等によりシステム上で被害状況

の報告が可能となったことを連絡します。

(3)介護施設等における被害状況の報告

・県・市町村から連絡を受けた後、介護施設等は被害状況をシステム上で報告します。

・報告項目のうち、必須項目については全てを選択する必要がありますが、再度報告するこ

とが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき報告

をお願いします。 

・被害が甚大で施設から報告できない場合や、通信手段の途絶等により介護施設・事業所等

における報告が困難な場合には、県・市町村や関係団体等による現地確認等を通じて把握

した情報に基づき、代理入力することも可能です。 

※なお、本システムが運用開始されても、従来の介護施設・事業所から市町村への被災状況

の報告が不要となるわけではありませんのでご留意ください。また、災害時情報共有シス

テムが使用できない場合などには従来どおりの報告をお願いいたします。
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資料１ 

土砂災害に対する備えを行うために重要な情報や情報の入手方法を記載して

います。 

各施設利用者への情報発信や各施設の避難計画の作成に利用してください。 

資料２ 

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害のお

それのある区域について「土砂災害警戒区域」として指定を行っています。 

「土砂災害警戒区域」はおかやま全県統合型 GIS で確認できますので、各施

設の地区における土砂災害に対するリスクを確認してください。 

おかやま全県統合型 GIS 

（http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal） 

資料３ 

 洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、 

水防法に基づき、洪水浸水想定区域を公表していますので、次のウェブサイトで

ご確認ください。 

国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所 

(http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/index.html） 

岡山県土木部河川課 

（https://www.pref.okayama.jp/page/548036.html） 

おかやま全県統合型 GIS 

（http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal） 

7-1（2） 災害対策

85

http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/index.html
https://www.pref.okayama.jp/page/548036.html
http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal


土砂災害は、予測の難しい災害ですが、発生する場所や時間はある
程度特定することが出来ます。
土砂災害から命を守る３つのポイント
1 土砂災害警戒区域かどうか確認！（事前準備）

普段から⾃分の家が「土砂災害警戒区域」にあるかどうか事前に確認しておく事が大事
です。また、避難場所や安全な避難経路についても事前に確認しておくことが大事です。
※ただし、土砂災害は、「土砂災害警戒区域」以外でも発生しています。

→お住まいの地域が「土砂災害警戒区域」かどうか、市町村が発行しているハザードマップ
もしくは、おかやま全県統合型GISから確認できます。

2 気象情報に注意！（雨の降り始め）
土砂災害が発生する多くの場合は「土砂災害警戒情報」が発表されています。雨が降り
出したら、防災気象情報(大雨注意報・警報、土砂災害警戒情報等)に注意しましょう。

→防災情報メール配信サービスを行っています。岡山県ホームページからも確認できます。

3 土砂災害警戒情報が出たら全員避難！（避難の徹底）
危険な箇所に住んでいる方は、土砂災害警戒情報が出たら早めに近くの避難所などの安
全な場所に避難しましょう。また、土砂災害の多くは一階で被災しています。豪雨など
でどうしても避難所への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の二
階以上に緊急避難したり、それも難しい場合は家の中でより安全な場所（例えば、がけ
から離れた部屋や二階）に避難しましょう。

→「自らの身は自らで守る」という意識を持ち、避難方法等について事前の備えが大切です。

【おかやま全県統合型GIS】で検索
http://www.gis.pref.okayama.jp

■お住まいの地域の土砂災害の危険性を確認するためには・・・

裏面もご覧ください

土砂災害警戒区域等が地図上から確認できます
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大雨により土砂災害のおそれが高まったとき、県と気象台が共同
で市町村ごとに発表する防災情報を確認できます

土砂災害警戒情報を補足する情報として、地域の詳細
な土砂災害発生の危険性をお知らせする情報です

【岡山県土砂災害危険度情報】で検索

【土砂災害警戒情報】

メールによる配信も行っております。
https://www3.bousai.pref.okayama.jp/

https://www.d-keikai.bousai.pref.okayama.jp

https://www.bousai.pref.okayama.jp

■防災気象情報等を確認するためには・・・

県HPより、「おかやま防災
ポータル」をクリック

メッシュ毎に危険度（4段階）の
着色表示

雨量予測も
あわせて表示
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洪水浸水想定区域の指定について
©岡山県「ももっち」「うらっち」

■洪水浸水想定区域とは

・洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を

防止することにより、水害による被害の軽減を図る

ため、想定し得る最大規模の降雨により、河川が氾

濫した場合に浸水が想定される区域を指定し、公表

するものです。

想定し得る最大規模の降雨は、年超過確率1/1,000規模を超える
非常に大きな降雨を想定しており、「浸水想定（洪水、内水）の
作成等のための想定最大外力の設定手法（平成27年７月国土交通
省）」に基づき設定しています。

■洪水浸水想定区域の指定状況

・国管理河川では、対象となる高梁川、小田川、旭川、百間川、吉井川、金剛川の６河川で

指定済です。

・県管理河川では、管理する５１７河川のうち、４５河川で指定済みです。

① 高梁川水系 高梁川

② 高梁川水系 成羽川

③ 高梁川水系 小田川、星田川、稲木川

④ 旭川水系 旭川、目木川、田地子川、桜川、横折川

⑤ 旭川水系 備中川、関川

⑥ 旭川水系 宇甘川

⑦ 旭川水系 百間川

⑧ 旭川水系 砂川

⑨ 吉井川水系 吉井川、広戸川、皿川、久米川、香々美川

⑩ 吉井川水系 宮川、横野川

⑪ 吉井川水系 加茂川

⑫ 吉井川水系 吉野川

⑬ 吉井川水系 滝川

⑭ 吉井川水系 梶並川

⑮ 吉井川水系 金剛川

⑯ 吉井川水系 八塔寺川

⑰ 吉井川水系 干田川

⑱ 吉井川水系 香登川

⑲ 吉井川水系 干田川放水路

⑳ 吉井川水系 千町川

㉑ 吉井川水系 千町古川

㉒ 笹ヶ瀬川水系 笹ヶ瀬川

㉓ 笹ヶ瀬川水系 足守川、砂川（総社）、前川

㉔ 笹ヶ瀬川水系 砂川(一宮)

㉕ 倉敷川水系 倉敷川、郷内川、六間川、汐入川、吉岡川

㉖ 里見川水系 里見川、道口川、鴨方川

 はその他関連河川

一級河川

二級河川

■洪水浸水想定区域は、下記ウェブサイトで閲覧できます

○国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/bousai/hanran_sim/sim/index.html

○岡山県土木部河川課

https://www.pref.okayama.jp/page/548036.html

○おかやま全県統合型GIS

http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal

図：洪水浸水想定区域図

資料３
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浸水想定区域

氾濫

～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。

「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）」の施行に
より、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び
『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

（要配慮者利用施設用）

急傾斜地

※「土砂災害警戒区域」とは、土砂災
害が発生した場合に、住民等の生命
または身体に危害が生じるおそれが
あると認められる区域であり、都道
府県知事が指定します。

とは･･･

社会福祉施設、学校、医療施設
その他の主として防災上の配慮
を要する方々が利用する施設で
す。

1 避難確保計画の作成

● 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある
場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要
な次の事項を定めた計画です。

● 避難確保計画が実効性あるものとするためには、施設管理者等の
皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
● 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も
日頃より確認することができるよう、その概要などを共用スペース
の掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※国土交通省水管理・国土保全局のホームページに
「避難確保計画の作成の手引き」を掲載していま
すので、計画作成の参考としてください。

※ 義務付けの対象となるのは、これら要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に
その名称及び所在地が定められた施設です。

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務と

なりました。

【土砂災害警戒区域の指定】

要配慮者利用施設

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

※「洪水浸水想定区域」とは、河川が氾濫した場合に浸水
が想定される区域であり、河川等管理者である国または
都道府県が指定します。

【浸水想定区域の指定】

※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

要配慮者利用施設

要配慮者利用施設

〔社会福祉施設〕
・老人福祉施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に
供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設

・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子・父子福祉施設
・母子健康包括支援センター 等

〔学校〕
・幼稚園 ・義務教育学校 ・特別支援学校
・小学校 ・高等学校 ・高等専門学校
・中学校 ・中等教育学校 ・専修学校（高等課程を置くもの） 等

例
え
ば

܂ 防災体制 ➢ 避難誘導 ܂ 施設の整備 ܂ 防災教育及び訓練の実施
܂ 自衛水防組織の業務（※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）
܂ そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項

7-2　避難確保計画 (1) 防災対策
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● 避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を
市町村長へ報告する必要があります。

2 市町村長への報告

3 避難訓練の実施

● 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、
可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々
が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。

● ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して
安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警
戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施す
ることが重要です。

避難体制の確認

避難訓練の実施

職員や利用者への学習会

避難体制のより一層の強化のために、関係者が連携して取り組むことが重要です！

避難確保計画の作成

！

܂ 避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者等に対して、市町村長が必要な指示をす
る場合があります。

܂ 正当な理由がなく、指示に従わないときは、市町村長がその旨を公表する場合があります。

施設の所在する市町村へお問い合わせください。

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 TEL：086-223-5101
岡山県土木部河川課 TEL：086-226-7479
岡山県土木部防災砂防課 TEL：086-226-7482

洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること

問い合わせ先

法改正に関すること

土砂災害防止法関係

水防法関係 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室

国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

TEL：03-5253-8111（代表） URL：http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/index.html

洪水浸水想定区域（国管理河川）

洪水浸水想定区域（県管理河川）

土砂災害警戒区域等
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の
改
正
】

（
R

3.
5.

10
公
布
、

R
3.

7.
15
施
行
）

被
災
場
所
：
熊
本
県
球
磨
村

水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法
の
改
正
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要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
に
係
る
避
難
確
保
措
置
の
見
直
し

〇
昨
今
の
水
災
害
発
生
時
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
等
の
避
難
困
難
者
が
利
用
す
る
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
係
る

避
難
計
画
や
避
難
訓
練
の
内
容
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
よ
る
適
切
性
の
確
認
や
助
言
・
勧
告
を
通
じ
た
避
難
実
効
性
の
確
保

を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す

【
改
正
概
要
】

・
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
作
成
し
、
市
町
村
に
報
告
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
避
難
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
（
避
難
確
保
計
画
）
に
つ
い
て
、
報
告
を
受
け
た
市
町
村
長
に
よ
る
計
画
内
容

に
係
る
助
言
・
勧
告
制
度
の
創
設

【
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
確
保
措
置
の
イ
メ
ー
ジ
】

・
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
等
の
実
施
義
務
と
さ
れ
て
い
る
避
難
訓
練
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
へ
の
訓
練
結
果
の
報
告

を
義
務
付
け
、
報
告
を
受
け
た
市
町
村
長
に
よ
る
訓
練
内
容
に
係
る
助
言
・
勧
告
制
度
の
創
設

要
配
慮
者
利
用
施
設

（
社

会
福

祉
施

設
、学

校
、医

療
施

設
）

※
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る

避
難
確
保
計
画

避
難
訓
練

※
「避

難
訓

練
」に

係
る

報
告

を
新

た
に

義
務

付
け

。

助
言
・
勧
告

報
告

市
町
村
長

（
所
有
者
又
は
管
理
者
）
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その他お役 立ち情 報 

○「避難確保計画」・「避難行動タイムライン」の作成を支援するフォーマット

岡山県が県内の施設と共同で作成したフォーマットを公開しています。 

エクセルに必要な情報を入力すれば計画が作成できますのでぜひお試しください。

次の岡山県保健福祉課のホームページからダウンロードできます。 

【保健福祉課ホームページ】 

https://www.pref.okayama.jp/page/604487.html 

○要配慮者利用施設の浸水対策（国土交通省ホームページ）

国土交通省が作成した避難確保計画作成の手引等の情報が掲載されています。 

また、計画作成・訓練実施等の技術的助言を行う「災害情報普及支援室」の窓口も案内されて

いますので、ご活用ください。 

【国土交通省ホームページ】 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html 
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7-3 業務継続計画（BCP）

○「業務継続計画（BCP）」の作成を支援する研修動画等（厚生労働省ホームページ）

介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成に役立つ、研修動画が掲載されています。 

また、介護施設・事業所における業務継続ガイドラインや BCP 作成に使用できる、ひな形も掲載されて

いますので、ぜひご活用ください。 

次の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。 

【厚生労働省ホームページ】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等について（岡山県保健福祉課指導監査室ホームページ）

岡山県保健福祉課指導監査室が作成した、BCP策定までの間に使用できる、新型コロナウイルス感染

症対応状況チェックシートや研修の資料を掲載しています。 

また、BCP に関連する研修案内等についても随時掲載しておりますので、ご確認ください。 

【岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室ホームページ】 

https://www.pref.okayama.jp/page/754863.html 
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　　（厚生労働省ホームページより　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）
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１　目的

　　介護保険法に基づく運営基準等において、介護保険事業者（以下「事業者」という。）は、介

　護サービスの提供による事故発生の防止並びに発生時の対応について、必要な措置が定められて

　いる。

　　しかし、介護保険施設等における介護サービス提供中の重大な事故が後を絶たず、高齢者の生

　命・身体の安全の確保が最優先の課題となっている状況である。

　　このため、介護サービスの提供に伴う事故発生の未然防止、発生時の対応及び再発防止への取

　組等について次のとおり指針を定め、もって、利用者（指定通所介護事業者が指定通所介護事業

　所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合における当該

サービスの利用者を含む。以下同じ。）又は入所者の処遇向上を図ることを目的とする。

２　事故発生の未然防止

（１）居宅サービス事業者

① 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ

定めておくこと。

② 管理者は、従業者に対し、事故発生の防止に関する知識等を周知するとともに、事業所外

の研修等を受講させるよう努めること。

（２）施設サービス事業者

① 事故発生の防止のための指針を整備すること。

② 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

（上記の指針、委員会及び研修についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

３　事故発生時の対応

（１）居宅サービス事業者

① 事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

② 当該利用者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡・報告を行うこと。

③ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

（記録は５年間保存すること。）

（２）施設サービス事業者

① 事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

② 当該入所者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）等に

連絡・報告を行うこと。

③ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

（記録は５年間保存すること。）

（１）居宅サービス事業者

① 賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

② 事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従業者に周知徹底

すること。

（２）施設サービス事業者

① 賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策を全従業者に対し周知徹底すること。

（上記の報告、分析等についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

※事故報告書については、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点か
ら、令和3年3月19日付けで厚生労働省から新たな様式が示されました。
　今後は、新様式により御報告いただくようお願いします。

９ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応に係る指針
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５　県（所管県民局健康福祉部）への報告

（１）報告すべき事故の範囲

報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。

① サービス提供による利用者又は入所者の事故等

ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サービス提供時の

事故により、医療機関で治療又は入院したもの及びそれと同等の医療処置を行ったものを

原則とする。（事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者又は入所者自身に起因する

もの及び第三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。）

イ サービス提供には、送迎等も含むものとする。

② 食中毒、感染症（結核、インフルエンザ他）の集団発生

③ 従業者の法律違反・不祥事等利用者又は入所者の処遇に影響のあるもの

④ 火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等

（２）報告事項

県（所管県民局健康福祉部）への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、市町村で報告様

　　式が定められている場合や、別紙様式の各項目が明記されている書式がある場合には、それに

　　よっても差し支えない。

（３）報告手順

事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局健康福祉部）及び市町

　　村（所在市町村及び保険者）に報告する。

① 第一報

死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、その後、速や

かに報告書を提出する。

② 途中経過及び最終報告

事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理

が完了した時点で、最終報告書を提出する。

※ 参考（事故報告フロー図）

事故発生

・サービス提供による利用者の事故等

（死亡事故の他、骨折、誤嚥等）

・食中毒、感染症（結核、インフルエ

ンザ他）の集団発生

・従業者の法律違反、不祥事等

・火災、震災、風水害等の災害

事故の態様に応じ、

必要な措置を迅速に講じる

事故の状況及び

事故に際して採った処置について

記録

・家族に連絡

・死亡事故等の緊急性の高い場合は、

県（所管県民局健康福祉部）及び

市町村（所在市町村及び保険者）

に電話等により連絡

・居宅介護支援事業者に連絡

（※居宅サービスの場合）

・県（所管県民局健康福祉部）

・市町村（所在市町村及び保険者）

※第一報並びに途中経過及び最終報告

事業者

連絡

県（本庁指導監査室）

連

絡

調

整
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　事故報告書　（事業者→○○市（町村））

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること
※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐ 第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合
死亡年月日

西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内容
の詳細

その他
特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐  施設内の医師(配置医含む)が対応 ☐
受診
(外来･往診)

☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位： )

☐ その他（ ）

検査、処置等の概要

5
事
故
発
生
時
の
対
応

医療機関名 連絡先（電話番号）

診断内容

4
事
故
の
概
要

発生場所

その他（ ）

事故の種別

3
対
象
者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者
日常生活自立度

1事故
状況

受診(外来･往診)、自施設で応急処
置

2
事
業
所
の
概
要

所在地
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利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等
への追加対応予定

9 その他
特記すべき事項

7 事故の原因分析
（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策
（手順変更、環境変更、その他の対応、
再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

6
事
故
発
生
後
の
状
況

家族等への報告

報告した家族等の
続柄

報告年月日

連絡した関係機関
(連絡した場合のみ)
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１０ 認知症介護研修の研修体系

認知症介護基礎研修 
（指定法人により実施予定） 

※事業者に受講措置を義務付け
（Ｒ５年度末まで経過措置により努力義務）

認知症対応型サービス 
事業開設者研修 

（県社協に委託） 

認知症介護実践研修（実践者研修） 
（指定法人である県社協、岡山市ふれあい公社、県老健協が実施） 

小規模多機能型サービス等 
計画作成担当者研修

（県社協に委託） 

認知症対応型サービス事業 
管理者研修 

（県社協に委託） 

認知症介護実践研修（実践リーダー研修） 

（指定法人である県老健協、岡山市ふれあい公社が実施） 

認知症介護指導者養成研修 
（認知症介護研究・研修仙台センターが実施） 

【研修内容等】 

研修名 対象者 
開催時期 

（Ｒ４開催状況） 
備考 

認知症介護基礎研修 

介護職員のうち、医療・福祉関係
の資格のない者（訪問系サービス
（訪問入浴介護を除く）、福祉用
具貸与、居宅介護支援を除く） 

集合研修 1 回／年 
E ラーニング 

県、岡山市の委託法人へ直
接申込 

認知症介護実践研修（実践者研

修） 

介護保険施設及び事業所の介護職
員で実務経験２年以上 

８回／年 
６月～２月の間で開催 

指定法人である岡山県社会
福祉協議会、岡山県老人保
健施設協会及び岡山市ふれ
あい公社へ直接申込 

認知症対応型サービス事業開設者

研修 

指定認知症対応型生活介護事業
所、指定小規模多機能型居宅介護
事業所、指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の代表者 

１回／年 
９月 

（岡山市） 
岡山市保健福祉局高齢福祉
部事業者指導課へ申込 

（岡山市以外） 
岡山県保健福祉部長寿社会
課へ市町村推薦による申込 

小規模多機能型サービス等計画作

成担当者研修 

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定小規模多機能型居宅介護
事業所、指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の計画作成担当者 

１回／年 
１０月 

認知症対応型サービス事業管理者

研修 

認知症介護実践者研修を修了し
た、指定認知症対応型通所介護事
業所、指定小規模多機能型居宅介
護事業所、指定認知症対応型共同
生活介護事業所、指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所の管理者 

３回／年 
９月、１１月、２月 

認知症介護実践研修（実践リーダ

ー研修） 

実務経験５年以上かつ、認知症介
護実践研修を修了して１年以上経
過した介護保険施設及び事業所の
介護職員で、ケアチームのリーダ
ーとなる者 

２回／年 
９月～１月の間で開催 

指定法人である岡山県老人
保健施設協会及び岡山市ふ
れあい公社へ直接申込 

認知症介護指導者養成研修 

介護福祉士等の資格を有し､介護
保険施設・事業所等に従事してい
る又は福祉系大学や養成学校等で
指導的立場にある者もしくは民間
企業で認知症介護教育に携わる者
であり、認知症介護実践リーダー
研修を修了した者であって、修了
後は認知症介護実践研修等の企画
・立案に参画し､講師として従事
することができ、地域ケアを推進
する役割を担うことが見込まれる
者

２回／年 
５月～10 月の間で開催 

県、岡山市からの案内によ
る 
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１１ 介護職員等による喀痰吸引等の実施

 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成２４年４月１日から、一定の研修を受

けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の

条件の下で、医療行為である喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）の行為を実施できるように

なっています。 

１ 制度ができた背景 

  これまで、介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は、当面のやむを得ない措置として

一定の要件の下に運用（実質的違法性阻却）されてきましたが、社会福祉士及び介護福祉士

法の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、業として喀痰吸引

等の行為を実施できることが法律上明記されました。 

２ 制度開始 

  平成２４年４月１日 

３ 対象となる行為 

・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

・経管栄養（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養）

４ 喀痰吸引等の行為を行う者 

・介護福祉士（平成２９年１月以降の国家試験合格者）

・介護職員等（上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員

等）

５ 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者 

  特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設や、在宅（訪問介護事業所等からの訪問）

などの場において、介護福祉士や、認定を受けた介護職員等のいる登録事業者により実施さ

れます。 

６ 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等 

  登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従

事者として、認定証の交付を受け、また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者

として、県の登録を受けることで、はじめて、喀痰吸引等の行為を行うことができます。

※認定特定行為業務従事者認定証の交付のみ、登録特定行為事業者の登録のみでは行為を

行えません。

※登録特定行為事業者であっても、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていない

方は、研修を修了していても行為を行えません。

７ お問い合わせ先 

  入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班） 

086-226-7326
  在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害福祉サービス班） 

086-226-7362
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○制度に関する資料

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。

厚生労働省ホームページ内 ＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

○介護職員等が喀痰吸引等を行うには

１ 介護職員等に対する研修について

喀痰吸引等の行為を実施する場合には、登録研修機関が行う一定の研修を修了する必要

があります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用者に対

して喀痰吸引等の行為を行う「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校等にお

いて特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う「特定の者対象研修」の２種類があり

ます。 

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ 

https://www.pref.okayama.jp/page/420175.html
＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ 

https://www.pref.okayama.jp/page/264436.html
２ 認定特定行為業務従事者の認定について 

研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交

付を受ける必要があります。 

３ 登録特定行為事業者の登録について 

認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業

者」として県へ登録申請を行う必要があります。

※２，３とも揃わないと介護職員等が喀痰吸引等を行うことはできません。

○登録研修機関について

  介護職員等に対する研修（「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」）を実施しよう

とする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。 

○国からの通知等

・社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関係）

平成２３年１１月１１日社援発１１１１第１号

通知の参照等、詳しくは岡山県保健福祉部長寿社会課のホームページから 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞ 

https://www.pref.okayama.jp/page/420171.html
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各都道府県知事殿

医政発第0726005号
平成1 7年7月26日

医師法第1 7条、歯科医師法第1 7条及び保健師助産師看護師法第3 1条の
解釈について ．（通知）

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下
同じ。）は、医師法第1 7条、歯科医師法第1 7条及び保健師助産師看護師法第3 1 
条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を
行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及
ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって
行うことであると解している。

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に
判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識
の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サー ビスの提供の在り方の変化などを背
景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない
者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されて
いるとの声も聞かれるところである。

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が
生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙
の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが
適切か否か判断する際の参考とされたい。

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現
場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
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医政発 1201第４号 

令和４年 12月１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について

（その２） 

 
 

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31 条その他の関係法

規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の

医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすお

それのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断

する必要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じる

ことの多い行為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これま

で、「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈につい

て（通知）」（平成 17 年７月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知。以

下「平成 17年通知」という。）等においてお示ししてきたところである。 

今般、規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）において、平成 17 年通知に記

載のない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行

為ではないと考えられる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心し

て行えるよう、ケアの提供体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事

前に合意するプロセスを明らかにすることとされた。 

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であ

って、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当た

っての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり

列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か

判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考とされたい。 

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、

当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安

全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医

師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事

者による研修を行うことが適当であることを申し添える。 
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（別紙） 

（在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係） 

１ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師か

ら指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡

し、使い終わった注射器の片付け（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記

録を行うこと。 

２ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及

び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示され

たインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。 

３ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したイ

ンスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っ

ているかを読み取ること。 

 （血糖測定関係） 

４ 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、

血糖値の確認を行うこと。 

（経管栄養関係） 

５ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない

患者について、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテ

ープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行

うこと。 

６ 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄養等の注入を停止

する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点については医師又は看護職員が行う

こと。 

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されてい

るかを確認すること。 

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に

問題がないことを確認すること。 

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認

し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。 

 （喀痰吸引関係） 

７ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する

目的で使用する水の補充を行うこと。 

（在宅酸素療法関係） 

８ 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸

素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示

された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニ

ューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始（流

入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。）や停止（吸入中の酸素

マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。 

９ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機

器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。 
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10 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立

会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。 

（膀胱留置カテーテル関係） 

11 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）を

行うこと。 

12 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。 

13 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、

あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。 

14 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテー

テルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。 

 （服薬等介助関係） 

15 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認

し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族

等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を

受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は

歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬

品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液

の塗布（褥瘡の処置を除く。）、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ

と。 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて

専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 （血圧等測定関係） 

16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定

するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。 

17 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定すること。 

（食事介助関係） 

18 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。 

 （その他関係） 

19 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。 
 

注１ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレが

ずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱（流入量の減少を含む。）

したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと

も、原則として、医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条

の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 

・ 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者 

・ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困

難である患者 

131



- 4 - 

 

 

注２ 前記１から 19まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17条、

歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の規制の対象とする必要があるも

のでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が

必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業

者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員

に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられ

る。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職

員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、前記１から４までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不

安定でないことが必要である。 

さらに、前記２、４、16 及び 17 に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常

値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

 

注３ 前記１から 19 まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や

家族に対して分かりやすく、適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為に

ついて患者本人や家族が相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。ま

た、必要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職

員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケアの実施後に医師、歯科医師又

は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望ましい。 

 

注４ 前記１から 19 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも

のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研

修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。 

 

注５ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上

の責任は別途判断されるべきものである。 

 

注６ 前記１から 19まで及び注 1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果

について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。前記 15に掲げる服薬

等の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが

望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 
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介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員の登録及び介護支援専門

員証（以下「専門員証」という。）の交付を受けている必要があります。 

また、平成１８年４月より専門員証の有効期間は５年間となっており、介護支援専門員と

して継続して従事するためには、有効期間満了までに更新に必要となる研修を受講、修了し

た上で、専門員証の更新申請手続きを行い、有効期間を更新する必要があります。 

専門員証の更新に必要な手続きを怠り、有効期間が満了した場合、介護支援専門員として

業務に従事できなくなるばかりか、所属する事業所の業務運営にも支障が生じることになり

ます。 

なお、専門員証の更新手続きを行わず、有効期間満了後に介護支援専門員業務に従事した

場合は、介護保険法第６９条の３９第３項の規定により、介護支援専門員の登録が消除（取

消し）となることがあります。 

専門員証に係る資格管理（有効期間の把握・携行・研修の受講等）は、介護支援専門員本

人により当然なされるべきものではありますが、各事業所においては、所属する介護支援専

門員並びに専門員証の交付を受けている他職種の者について、資格管理の徹底を周知いただ

くとともに、研修受講に当たっての御配慮をお願いします。 

別紙資料として、更新等に係る研修一覧及び研修概要を掲載していますので、ご確認いた

だき必要な研修の受講漏れがないよう御指導願います。（各研修の開催案内、申込方法など

は随時ホームページに掲載します。 

１ 介護支援専門員を雇用する場合 
 介護支援専門員として雇用する際には、資格確認として必ず専門員証（有効期間記載、顔

写真付き）の提示を求め有効期間を確認するとともに、携行するよう指導してください。 

 なお、有効期間を定める前に発行された旧登録証※１しか持っていない場合、専門員証の

更新を行っていないため、介護支援専門員として業務に従事できません。 

業務に従事した場合は、登録消除（取消）の対象となります。 

※１ 旧登録証とは、平成１８年３月３１日以前に登録された介護支援専門員に交付され、Ａ４版と携帯

用の２種で、顔写真は貼付されていません。 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員

①専門員証の有効期間が令和５年１１月３０日までの介護支援専門員

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請手続き

を行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が令和６年１１月３０日までの介護支援専門員

令和５年度に開催する更新研修（実務経験者向け又は未経験者向け）を受講する

よう指導してください。（実務経験者向けの申込期限は、令和５年３月末の予定で

す。 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専門員証

の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置できません。

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 

（２）登録のみ受けている介護支援専門員

介護支援専門員として業務に従事するためには、登録とは別に専門員証の交付を受け

１４ 介護支援専門員の資格管理 
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ていることが必要です。専門員証の交付は、登録から５年間は随時交付可能なため、専

門員証の交付申請を行うように指導してください。なお、申請から交付までは約１か月

間を要しますのでご留意下さい。 

（３）更新に係る研修を未受講・未修了で、有効期間が満了した介護支援専門員 

再研修（年１回１月～３月に開催）を受講、修了後、専門員証の交付を受ければ、業

務に従事することができます。 

（４）他の都道府県で登録されている介護支援専門員 

   資格に関する各種届出・申請は、登録先の都道府県に行うことになります。（岡山県

で更新に係わる研修を受講していても、申請は登録先の都道府県に行うことになりま

す。） 

   岡山県内の事業所で配置されている（配置予定も含む）場合は、岡山県への登録の移

転が可能です。 

 

２ 介護支援専門員を雇用している場合 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が令和５年１１月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請手続き

を行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が令和６年１１月３０日までの介護支援専門員 

令和５年度に開催する更新研修（実務経験者向け）を受講するよう指導してくだ

さい。（実務経験者向けの申込期限は、令和５年３月末の予定です。 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専門員証

の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 

３ 主任介護支援専門員について 
平成２８年度から主任介護支援専門員も５年更新制になり、主任介護支援専門員更新研

修を受講して更新する必要があります。 

主任介護支援専門員研修の修了日から５年以内に更新研修を修了していなければ、主任

介護支援専門員としての業務ができなくなりますので、必ず期限内に研修を修了してくだ

さい。 

受講要件など、研修の詳細については、長寿社会課のホームページを確認してください。 

 

４ 介護支援専門員の受講すべき研修・各種届出について 
下記ホームページでご確認いただくか、ご連絡ください。 

URL：https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

〒７００－８５７０（住所不要） 

岡山県保健福祉部長寿社会課 長寿社会企画班 ケアマネ登録係 

   TEL０８６－２２６－７３２６（直通） FAX０８６－２２４－２２１５ 
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研修名 研修対象者 研修日程 申込時期 備　　考

実務研修
令和５年度介護支援専門員実務研修
受講試験合格者

令和6年1月上旬～5月下旬 － 合格発表日以降に、対象者に通知します。（12月上旬）

更新研修
（未経験者向け）

現在の介護支援専門員証の有効期間
内には実務に従事していないが、今後
実務に従事する予定がある者で、有効
期間が１年以内に満了する者

更新研修最終日（3月上旬頃）が有効期間満了日より後である場合は、
再研修の対象となります。

再研修
介護支援専門員証の有効期間が満了
しているが、今後実務に従事する予定
がある者

専門研修Ⅰ ６ヶ月以上の実務経験がある現任者 令和5年6月上旬～7月中旬

専門研修Ⅱ ３年以上の実務経験がある現任者 令和5年7月下旬～10月中旬

更新研修
（就業者向け）

現在の介護支援専門員証の有効期間
内に実務に従事したことがあり、有効
期間が１年以内に満了する者

令和5年6月上旬～10月中旬

主任介護支援専門員
研修

５年以上の実務経験等十分な知識と経
験を有しており、専門研修Ⅰ及びⅡを
修了している現任者

令和5年11月中旬～令和6年2
月上旬

令和5年9月中旬～10
月中旬

主任介護支援専門員
更新研修
（H28年度新設）

主任介護支援専門員研修修了証明書
の有効期間が２年以内に満了する者
で、年４回以上法定外の研修等に参加
している者等

令和5年9月下旬～11月下旬
令和5年6月下旬～
8月中旬

※「現任者」とは、研修の申込時点で、介護支援専門員の実務に従事している者。

46時間（8日間）

※研修計画は目安です。各研修の開催については長寿社会課のホームページにおいて周知します。個人、事業所あてに個別の案内は行いませんので、申込時期になりましたら、各自ホームページで研修日程等
の確認、申込手続きを行って下さい。

令和５年度　介護支援専門員研修一覧

令和5年2月下旬～3
月末

令和6年1月上旬～3月上旬
令和5年9月下旬～
11月上旬

２回目の更新対象者で、前回の更新時に、「専門研修Ⅰ・Ⅱ」又は「更新
研修（就業者向け）」を受講した者は、「専門研修Ⅱ」又は「更新研修（就
業者向け）の後半（32時間）」のみの受講で、更新できます。

研修時間（日数）

87時間（14日間）

54時間（9日間）

56時間（8日間）

32時間（5日間）

88時間（13日間）

70時間（11日間）
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●ケアマネとして業務に従事している者、又は従事していた者

専門・更新（就業者向け）研修　（毎年度、５月から１１月頃までの期間で実施予定）

専門研修課程Ⅰ 介護支援専門員としての実務に従事している者で、就業後６か月以上の者

専門研修課程Ⅱ

更新研修（就業者向け）

【留意事項】

①

②

③

専門員証の有効期間中に、介護支援専門員としての実務に従事している者で、就業
後３年以上の者

証の有効期限までに、更新の際に必要となる研修（専門研修課程Ⅰ、Ⅱ又は更新研修）
を受講修了する必要があります。期限切れとなった場合、介護支援専門員として業務に
従事することができなくなります。ただし、介護支援専門員の資格自体はなくなりません。
（期限が切れた後に介護支援専門員として従事しようとする場合には「再研修」を受講す
る必要があります。）

5年目 6年目

なお、ここでいう更新研修受講対象者は、証の有効期間が更新期限年度の翌年度の１１
月３０日までを期限とする証を保持する者を見込んでいます。

実
務
研
修
受
講
試
験

1年目 2年目 3年目 4年目

介護支援専門員としての実務に従事している者で、就業後３年以上の者（ただし、専
門研修課程Ⅰを修了した者に限る）

更新研修は、各年度、５月末から１１月頃までの開催であり、証の有効期限によっては、
証の交付後、５年目（有効期間の最終年度）ではなく、４年目に受講する必要がある者も
見込まれるため、自己管理を徹底し、各人において有効期限と更新研修の受講年度、受
講時期を十分確認しておく必要があります。

研　　　修　　　名
１回目の更新の場合

介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する者で、専門員証の有効期間中
に、介護支援専門員として実務に従事している者又は従事していた経験を有する者

２回目以降の更新の場合

介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する者で、専門員証の有効期間中
に、介護支援専門員として実務に従事している者又は従事していた経験を有する者

受 講 対 象 者

11年目
実
務
研
修

受
講

ケ
ア
マ
ネ
登
録
・
証
交
付

7年目 8年目 9年目 10年目

専 門 研 修 課 程 Ⅰ

専門研修

課程 Ⅱ

更新研修
（就業者向け）

１回目の更新

専 門 研 修 課 程 Ⅱ
更新研修
（就業者向け）

２回目の更新

合
格

修
了

専門員証の交付を受けて４年目までに専門研修課

程Ⅰ、Ⅱいずれも受講修了していない場合、５年目

に更新研修の受講が必要（受講後、証の交付手続

きが必要）

２回目の専門員証の交付を受けて４

年目までに専門研修課程Ⅱを受講修

了の場合、更新研修の受講は不要

（ただし、証の更新手続きは必要）

専門員証の交付を受けて４年目までに専門研修課程Ⅰ、

Ⅱともに受講修了の場合、５年目に更新研修の受講は不

要（ただし、証の更新手続きは必要）

専門員証の交付を受けて４年目までに専門研修課程Ⅰのみ

受講修了の場合、５年目に更新研修のうち専門研修課程Ⅱ

に係る研修の受講が必要（受講後、証の更新手続きが必要）

２回目の証の交付を受けて４年目までに

専門研修課程Ⅱを受講していない場合、

５年目に更新研修の受講が必要（受講

後、証の交付手続きが必要）
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●ケアマネとして業務に従事した経験のない者で更新を行う者

更新（未経験者向け）研修 各年度、１月から３月までの期間で実施予定

再研修 各年度、１月から３月までの期間で実施予定

●１回目の更新手続きを行わなかった者（あるいは専門員証の有効期限が切れていて、新たに専門員証の交付を受けようとする者

・

介護支援専門員として都道府県の登録を受けた者で、登録後５年以上実務に従事し
たことがない者又は実務経験はあるがその後５年以上実務に従事していない者で、
新たに専門員証の交付を受けようとする者

実
務
研
修
受
講
試
験

実
務
研
修

受
講

更
新
研
修
未
受
講

11年目10年目

8年目 9年目 10年目 11年目3年目 4年目 5年目 6年目

【留意事項】

専門員証の有効期間が満了日を経過しても、介護支援専門員の資格自体はなくなりません。ただし、有効期間が満了した専門員
証では、介護支援専門員として業務に従事することはできません。有効期間満了後、介護支援専門員として業務に従事しようとす
る場合には、再研修を受講し、新たに専門員証の交付を受ける必要がありますのでご留意下さい。

受 講 対 象 者

介護支援専門員証の交付を受けてから、その有効期間が満了するまでに介護支援
専門員として実務に従事した経験を有しない者

備 考研　　　修　　　名

ケ
ア
マ
ネ
登
録
・
証
交
付

6年目 7年目 8年目 9年目1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

7年目
実
務
研
修
受
講
試
験

実
務
研
修

受
講

ケ
ア
マ
ネ
登
録
・
証
交
付

1年目 2年目

更新研修
（未経験者向け）

１回目の更新 ２回目の更新

合
格

修
了

合
格

修
了 再 研 修

専 門 研 修 課 程 Ⅰ

専門研修課Ⅱ
更新研修

（就業者向け）

専 門 研 修 課 程 Ⅰ

専門研修課程Ⅱ
更新研修

（就業者向け）

１回目の更新手続きなし→専門員証の有効期限切れ（従事不可） 新たに専門員証交付後１回目の更新

今後も介護支援専門員として従事する予定がない場合に

は、必ずしも未経験者向けの更新研修を受講する必要は

ありません。その場合、専門員証の期限切れにより介護

支援専門員として従事することができなくなりますが、資

格自体はなくなりません。期限が切れた後に介護支援専

門員として従事しようとする場合には、「再研修」を受講し

新たに専門員証の交付を受ける必要があります。

６年目に介護支援専門員として従事した場合

７年目に介護支援専門員として従事しようとする場合

新たな専門員証交付（従事可能）

２回目の更新までに介護支援専門員として従事しなかった場合

更新研修
（未経験者向け）
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の更新について 

 平成１８年よりケアマネジャー（以下、ケアマネ）の資格は、５年の更新制となりました。更新するために

は、更新研修を受講する必要があります。更新にはケアマネ業務に従事の有無で、実務未経験者と実務経験者

の２種類に分かれています。また、実務経験者の方は専門研修（Ⅰ・Ⅱ）を受講することで更新することも可

能となっています。なお、平成２８年度から、主任介護支援専門員も５年の更新制となりました。 

（ケアマネの業務に就いている（就いたことがある）方）

（ケアマネの業務に就いたことが無い方）

：はい

：いいえ

実務経験者

実務未経験者

初めて専門員証を更新をする方

前回更新時に、更新研修（就業者向け）、専門研修Ⅰ・Ⅱを受講された方

専門員証の更新交付後に、ケアマネの業務に就

いている。または、就いたことがありますか？

専門員証の有効期間満了まで１年未満になった時に、

更新研修（未経験者向け）を受講してください。

現在、実務に就いており、ケアマネ登録後、

通算して、３年以上実務経験がありますか？

更新研修を受講

してください。

専門研修Ⅱを受講す

ることが出来ます。

専門員証の有効期間満

了まで１年未満の方。

専門員証の有効期間

が１年以上の方。

顔写真入りの専門員証を

持っていますか？

ケアマネの業務に就い

たことはありますか？

専門員証の有効期間は

残っていますか？

登録後５年を経過

していますか？

ケアマネの業務に

就く予定はありま

すか？

専門員証の交付手

続きを行ってくだ

さい。

再研修を受講

更新研修（未経験者

向け）を受講

ケアマネの業務に就

く際に、専門員証の交

付を受けてください。

（登録後５年を経過

していますと、交付に

は再研修の受講が必

要です。）

専門員証の有効期間満了

まで１年未満の方。

専門員証の有効期間が

１年以上の方。

更新研修を受講

してください。

専門研修Ⅱを受講するには、

現任者で、ケアマネ登録後、

通算して、３年以上の実務経

験が必要です。

専門員証の有効期間が１年以上残っていますか？

現在、実務に就いており、ケアマネ登録後、通算し

て、６ヶ月以上実務経験がありますか？

更新研修（就業者向け）を受講してください。

専門研修Ⅰを受講するには、現任者で、ケアマネ登

録後、通算して６ヶ月以上実務経験が必要です。

専門研修Ⅱを受講することが出来ます。

専門研修Ⅰを受講することが出

来ます。

専門研修Ⅰを受講済で、現在、実務に就いており、ケアマネ登

録後、通算して３年以上実務経験がある方。
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※ 主任介護支援専門員更新研修を修了した場合は、介護支援専門員証の有効期間は、原則、主任介護支援専

門員更新研修修了証書の有効期間に置き換わります。また介護支援専門員の更新研修の受講が免除されます。 

なお、主任介護支援専門員更新研修の修了日より前に介護支援専門員証の有効期間が満了する場合は、先

に別途介護支援専門員の更新研修を受講する必要があります。 

前回更新時または専門員証の交付にあたり、更新研修（未経験者向け）、再研修を受講された方

更新研修（未経験者向け）

を受講してください。

専門員証の有効期間が

１年以上残っています

か？

現在実務に就いており、ケ

アマネ登録後、通算して、

６ヶ月以上実務経験があ

りますか？

更新研修（就業者向け）

を受講してください。

専門研修Ⅰを受講するには、現任者で、ケアマネ登録後、

通算して、６ヶ月以上の実務経験が必要です。

専門研修Ⅱを受講することが出来ます。

専門研修Ⅰを受講することが

出来ます。

専門研修Ⅰを受講済で、現在実務に就いており、ケアマネ

登録後、通算して、実務経験が３年以上ある方。

専門員証有効期間内に

ケアマネ業務に就いた

ことがある方。

専門員証の有効期間内に、ケアマネの業

務に就いていないが、今後はケアマネの

業務に就く予定のある方。

主任介護支援専門員を更新する方 （主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修了証書の有

効期間は、５年間です。）

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修

了証書の有効期間がおおむね２年以内に満了し、法定外研修等

を年４回以上受講している等、主任介護支援専門員更新研修の

受講要件を満たしていますか？

受講要件を満たせば主任介護支

援専門員更新研修を受講する

ことが出来ます。※

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修了証書の有効期間

満了までに主任介護支援専門員更新研修を受講してください。※
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15 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱い
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障害福祉課（保護班）

　介護保険法の指定・開設許可を受けた介護機関が生活保護受給者に対して介護サービス
を提供するためには、生活保護法の指定介護機関としても指定を受けている必要がありま
す。
（生活保護法の指定に合わせ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定にもなります。）

　生活保護法による指定介護機関の指定は、岡山市、倉敷市を除く県内の事業所・施設は、
開設者の指定申請により岡山県知事が行っています。
　なお、従前から、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は、介護保険法の
指定を受けたときに生活保護法の指定を受けたものとみなされていますので指定申請の必
要はありません。

　生活保護法の改正により、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外の
事業所・施設も、平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許
可）がなされた場合は、生活保護法の指定を受けたものとみなされることとなりました。した
がって指定申請は必要ありません。
　また、介護機関を廃止すると生活保護法の指定もその効力を失いますので廃止の届も必
要ありません。
　なお、名称・所在地等変更した場合は、変更の届（様式は岡山県ホームページ（障害福祉
課）に掲載）が必要です。

　ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除き、あらかじめ生活保
護法による指定が不要な旨を県知事に申し出たときは、生活保護法の指定を受けたものと
はみなされません。
　申し出の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載していますので、介護保険法の
指定（介護老人保健施設は開設許可）を受ける前に県知事あてに申出書を提出してくださ
い。
　なお、指定を不要とした後に指定が必要となった場合は、指定申請が必要です。

　平成２６年６月３０日までに生活保護法の指定を受けている介護機関は、改正後の生活保
護法の指定を受けたものとみなされます。指定の有効期限はありません。
　名称・所在地等を変更したとき、事業・施設を廃止したときには、その届（様式は岡山県
ホームページ（障害福祉課）に掲載）を県知事あてに提出してください。

　平成２６年６月３０日までに介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許可）を受け生
活保護法の指定を受けていない介護機関で生活保護受給者の利用が見込まれる場合は、
県知事に生活保護法による指定介護機関の指定を申請してください。（申請書類は事業所・
施設の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。）
　指定申請書及び誓約書の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載しています。

１６ 生活保護法による指定介護機関の指定
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介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする 

介護事業者の方へ 

生活保護法第 54条の２第２項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例

による場合を含む。）により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がな

された場合には、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として

指定を受けたものとみなされます。 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関としての指定が不要

な場合（※）には、生活保護法第 54条の２第２項ただし書の規定に基づき、

別紙の申出書について必要事項を記載のうえ、岡山県保健福祉部障害福祉課保

護班に提出してください。 

［申出書提出先］ 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健福祉部障害福祉課保護班 

電話：０８６－２２６－７３４４（保護班直通） 

※ 生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を不要とした場合には、生活

保護及び中国残留邦人等支援を受けている方に対する介護サービスを行う

ことができなくなりますので、十分ご注意ください。 
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（別紙） 

申  出  書

生活保護法第54条の２第２項ただし書の規定に基づき、生活保護法第54条の２第２項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例による場合を含む。）に係る指定介護

機関としての指定を不要とする旨申し出ます。

１ 介護機関の名称及び所在地

名 称 

所在地 

２ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所

・開設者の氏名及び住所

※開設者が法人の場合には、法人名、代表者の職・氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。

氏名

住所 

・管理者の氏名及び住所

氏名 

住所 

３ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類

事業の種類 

  年 月   日

岡 山 県 知 事  殿

  住所  

  申出者（開設者）

氏名  印
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17　障害者差別解消法

（注）令和３(2021)年６月に障害者差別解消法の一部改正法が公布されました。 
改正法は公布の日から３年以内に施行され、民間事業者における合理的配慮

　　の提供も法的義務となります。

（注）

（注）
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厚労省HPアドレス 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/
dl/fukushi_guideline.pdf 164



【18-1 労働法規の遵守】

165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



　介護事業所等の事業主様、介護業務に従事されている皆様へ

　　〇ご相談内容（例）

リーダー育成の方法、研修計画、

キャリアパス導入、職員のモチベー

ション向上など。

　BCP作成、ハラスメント対策、 （年度内）1事業所につき

処遇改善加算、事業所経営ほか、 　1.5時間×3回まで実施可

労務管理全般について。

（年度内）1事業所につき
　1回2時間　計6時間まで実施可 ③健康確保

メンタルヘルスケア、
ストレス対策など。

介護分野の雇用管理や人材育成・健康確保に詳しい、 （年度内）1事業所につき
　　当センターより委嘱を受けたコンサルタント（社会保険 　1回1～1.5時間　

　　労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、 　計4時間まで実施可

　　行政書士、中小企業診断士等）にて構成しています。

公益財団法人介護労働安定センター岡山支部
〒700-0904　　岡山市北区柳町１－１－１　住友生命岡山ビル１５階

TEL：０８６－２２１－４５６５　　FAX：０８６－２２１－４５７２

HP：http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/okayama/index.html

まずは下記までご相談ください。（裏面にFAX申込書がございます）

※一部オンラインによる相談援助も可能ですのでお気軽にお問合せください。

②人材育成

事業所にお伺いして、無料相談・アドバイスを実施いたします！

に関するご相談

に関するご相談
①雇用管理改善

記載ご相談内容はあくまで一例です。
その他相談内容等に関しましてもお気軽に
お問い合わせください。

👥当センターの「専門家」とは…

に関するご相談

厚生労働省交付金事業(雇用管理改善等援助事業・能力開発事業)

雇用管理改善・人材育成・健康確保に関するお悩みを、専門家（雇用管理

コンサルタント、介護人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラー）が

専門家による

無料相談のご案内

18-2 介護労働安定センター岡山支部から
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≪コンサルタント相談≫

（特定社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー）

（特定社会保険労務士）

（特定社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）

（特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント）

（特定社会保険労務士）

（特定社会保険労務士）

（社会保険労務士）

（税理士法人久遠　介護・医業経営支援部部長）

（中小企業診断士）

≪研修コーデイネート相談≫

（特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント）

（特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント）

（特定社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）

（産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）

（キャリアコンサルタント）

≪健康確保相談≫

（産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）

（産業カウンセラー）

（産業カウンセラー）

法人名：

所在地：　〒 ―

TEL： FAX：

メールアドレス：＜ 　　＞

担当者：

（役職）

主な事業（☑を付けてください）

ご相談内容（ご相談内容に該当する番号に☑を付けて、具体的にご記入ください）

☐①雇用管理改善 ☐②人材育成 ☐③健康確保

相談のご希望日（コンサルタントと日程調整を行います）

第１希望 月 日（ ： ～ ： ）

第２希望 月 日（ ： ～ ： ）

第３希望 月 日（ ： ～ ： ）

※記載された内容については、個人情報に関する法律に基づき、当センターで適切に管理し、上記以外の目的で使用いたしません。

中 前 貴 子

FAX申込書（086-221-4572）
【委嘱コンサルタントのご紹介（順不同）】

中 原 俊

笹 井 茂 樹

田 村 典 子

中 前 貴 子

佐 藤 起 世 子

出 原 吉 人

内 田 直 孝

清 水 晃

松 田 眞 司

侍 留 慶 子

田 村 典 子

平 井 勝 洋

細 川 弘 志

平 井 勝 洋

中 谷 優 子

中 前 貴 子

申込日：令和 年 月 日

事業所名：

　― ―　　 ― ―

（氏名）

☐ 訪 問 介 護 ☐ 通 所 介 護 ☐ 特 養 ☐ 老 健 ☐ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ☐ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

☐ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ☐ 居 宅 介 護 支 援 ☐ 家 政 婦 紹 介 所 ☐ そ の 他 （ ）
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◎令和４年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html

◎科学的介護（LIFE）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

◎介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_1
3635.html

◎介護現場における感染対策の手引き第２版
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf

◎介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラ
イン
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000817384.pdf

◎介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

◎介護現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

◎介護サービス関係Ｑ＆Ａ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

○介護保険制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

○社会保障審議会 (介護保険部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html

○社会保障審議会（介護給付費分科会）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html

○全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html

○高齢者虐待防止
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html

○認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

○自らが望む人生の最終段階における医療・ケア
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf

○身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガ
イドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf 

○介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html

○介護現場におけるＩＣＴの利用促進
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html

○福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取組指針
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html

１９ 介護サービスに関する厚生労働省ホームページ案内  
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*申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ提出してください。

担当課 所在地
電話番号
FAX番号

管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒703-8278

　岡山市中区古京町１-１-１７

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒710-8530

　倉敷市羽島１０８３
電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

総社市、早島町、笠岡市、井原市、
高梁市、浅口市、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

　〒708-0051

　津山市椿高下１１４
電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

県庁保健福祉部
保健福祉課 指導監査室

　〒700-8570

　岡山市北区内山下２－４－６
電話 086-226-7917
FAX　086-226-7919

　２０　疑義照会等

県民局等担当課一覧

　 平成２１年３月の県が実施した集団指導以降におきましては、介護施設・事業所からの疑義

照会・質問等の窓口は、担当する各県民局（下記一覧参照）に一元化しています。

　 今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、｢質問票｣（次ページ掲載）に

より、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信してください。

　 なお、電話での照会等には原則として回答できませんので、ご了承願います。

　 また、併せて、各施設・事業所におかれましては、今回の集団指導に出席されていない管理

者・従業者の方々にも、その旨伝達・徹底されますようお願いします。

■疑義照会（質問）について
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令和 年 月 日

施 設 名
事業所名

サービス
種　　別

事業所
番　号 ３ ３

所 在 地 番地等

電話番号 FAX番号

担当者名 (氏名)

【質　問】

【回　答】

※ ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。

※ 宛先（FAX送信先）は、県民局担当課一覧をご覧ください。

質　　問　　票

(職名)

市町村名
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メールアドレス登録票
送付先 FAX番号 ０８６－２２６－７９１９ 

岡山県 保健福祉部 保健福祉課 指導監査室 行

 県からの通知、お知らせ等をメールで行う場合がありますので、メールアドレス

を当用紙にてご連絡ください。 

※原則として、事業所のメールアドレスを登録するようにしてください。

※変更があった場合は、随時ご連絡ください。

※登録アドレスは、事業所情報として、庁内で共有する場合がありますので、

ご了承ください。

記入日   年  月  日 

サービス種類

事業所名 

（事業所番号） 

メールアドレス

（正確に記載ください。アンダーバー（＿）とハイフン（－）、数字のゼロ（０）とア

ルファベットのオー（Ｏ）など、紛らわしいものにはふりがなをお願いします。）

記入者 

職 名 

氏 名 

電 話 
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